






3-2-3 施工計画 

3-2-3-1 施工方針 

(1) プロジェクト実施概要 

 本プロジェクトは、日本側が実施する、①実施設計、施工監理、②浄水場施設建設、③グ国側の負担工事

によって構成される。この内①、②が日本政府により実施される無償資金協力の対象となり、③は日本側が

実施する実施工事の進捗に合わせて、グ国政府の責任の下、グ国政府自己資金によって実施されるべきも

のである。事業実施の手順としては、始めに事業実施に関する交換公文(E/N)が両国政府間で調印され、そ

の後、本邦のコンサルタントとグ国側実施機関であるINFOMとの間でコンサルタント業務契約が締結される。

コンサルタントは本契約に従って実施設計業務を行い、現地調査、詳細設計、入札図書の作成の後、施工

業者の入札を INFOM に代行して実施する。入札により施工業者が選定され、業者契約が締結された後、施

工業者は直ちに建設工事に着手する。なお、グ国側は E/N 締結後、速やかに銀行取極(B/A)を行い、併せ

て工事資機材の調達や搬入に必要な関税・国内税の免除等に関する措置について、関係省庁を通じて準

備する。INFOM はプロジェクトの円滑な実施に向け、中央政府、プロジェクト対象各市、市警察等関係諸機

関と連携を図る。本プロジェクトの実施体制図を以下に示す。 

日本国政府 グアテマラ国政府 要請の

JICA 地方振興庁（INFOM) 3市

日本のコンサルタント 日本の施工業者

・実施設計 ・建設工事

・入札図書作成 ・初期運転操作指導

・入札代行

・工事施工監理

・ソフトコンポーネント

　による技術支援

グアテマラ国側
負担工事の実施

プロジェクト監理

交換公文
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告
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図 3.2.5 プロジェクト実施体制 
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(2) 建設に関する日本業者の要員計画 

本プロジェクトの工事を円滑に遂行するため、以下の日本人要員の派遣を計画する。 

1) 常駐従業員 

① 所長 

本建設工事の統括責任者で、工事全般の工程管理、品質管理、安全管理等の全責任を有し、施主と

の意見調整を行う。INFOM や各市との連絡、協議を行い、工事進捗の円滑化に責任を持つ。また、各

市及び INFOM を通じて工事に関係するグ国側の諸機関との連絡、交渉、申請等を行う。 

② 主任技術者（土木） 

本計画の建設工事の副責任者として、所長の下で、工事全般の工程管理、品質管理、安全管理を遂

行する。また、工事資材の調達及び各サイトの施工管理を技術面から統括する役割を担う。特に、サナ

ラテ市浄水場では、既存システムを稼動させつつ、複雑な施設の拡張工事を行う必要があり、綿密な工

程管理を行う。 

③ 施工管理技術者（土木） 

サラマ市浄水場及びカバーニャス市浄水場2サイトの工事責任者として配置する。工事全般の工程管

理、品質管理、安全管理を遂行するほか、工事資材の調達及び各サイトの施工管理にも従事する。 

④ 事務管理者 

本工事で使用される資機材機材が工程どおりに現場に納入されるための事務、経理、資材の出庫業

務等の事務管理、現地の調達業務、日本調達資機材の通関業務、各業者間の直接業務、経理業務を

担う。 

 

2) 派遣技術者及び技能工 

① 施工管理技術者(機械・設備) 

急速ろ過システム、緩速ろ過システムの各設備、機械類の機械・設備工事の工程管理を行うとともに、

工事完成時の試運転調整、市の浄水場管理責任者、オペレーター等に対する維持管理方法の指導初

期操作指導、保守管理に関する指導を行う。 

② 型枠工 

ろ過池や管路が複雑に入り組む構造物の型枠組み立て作業に対して、熟練工を派遣する。  
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3-2-3-2 施工上の留意事項 

(1) 関係諸機関との協力体制の構築 

日本側のコンサルタント及び業者等工事関係者は、本プロジェクトの実施機関である INFOM 及び市長、

水道部責任者とプロジェクト実施体制を組み、これら関係者と充分な意思の疎通を図り、円滑なる工事の実

施に努める。特に、施工計画については INFOM の監理の下、対象施設の所有者である市と適時打合せ、

調整を行う。市に対しては、工事サイト周辺の交通や治安上の安全管理への協力、工事期間中の給水不足

に対する補填対策等につき依頼する。INFOM との日常的な調整業務や定例会議は、主にグアテマラ市で

行う。 

 

（2） 既存浄水場の運転と住民説明 

本工事では、3 市の浄水場のうち、サナラテ及びサラマの 2 市では運転を継続しながら改修工事を実施す

ることが求められる。カバーニャス市では市内井戸からの取水を継続するため、配水池が工事期間中も継続

使用される。従って、工事期間中も給水量や処理水質の低下等、市民の生活に影響を及ぼさないように工

事工程、方法を検討する。また、住民に対しては、工事着手前に市と協議し、市から住民に対してプロジェク

トの趣旨と内容を説明してもらい、工事に対する理解を得るものとするが、給水量が低下する場合や断水を

行う場合には、広報を行い市民の理解を得る。 

 

（3） プロジェクトサイトの分散 

各対象都市は、グアテマラ首都圏より 50～100km 離れて位置し各市間の所要時間は 2 時間程度である。

各プロジェクトサイトともに舗装された道路に隣接しており比較的アクセスは容易であるが、プロジェクトサイト

が分散しており、各サイト同時に並行して工事を進めることから、施工監理上各サイト間の移動回数が多くな

るため、安全管理、施工効率等に留意する。 

 

（4） 電源の供給  

サナラテ市、サラマ市の浄水場には 3 相の送電線が引き込まれており、場内の配線は必要であるが、グ国

側が新規に送電線引込みを行う必要はない。カバーニャス市では浄水場脇の単相 220V 市街地送電線から

の延長が必要となるのみである。 
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3‐2-3-3 施工区分 

 各プロジェクトサイトにおける施工区分は以下に示すとおりである。 

表 3.2.22 プロジェクトの施工区分 

サイト名 日本側の負担 グ国側の負担 

サナラテ市 浄水場各施設の新設・改修 ① 浄水場進入路の整備約 500m 

② 送電線のトランス整備 10kVA×3 台 

③ 場内受電盤までの送電線整備 3 相 3 線、電力積算計の設置 

④ 浄水場内排水の放流先使用権の保障 

⑤ 浄水場改修工事において発生する、断水、給水量制限についての

住民に対する広報、説明及び給水車準備等の対処 

サラマ市 浄水場各施設の新設・改修 ① 浄水場進入路の整備約 200m 

② 浄水場内排水の放流先使用権の保障 

カバーニャス市 浄水場各施設の新設・改修 ① 送電線の浄水場内引込み 単相 220V、電力積算計の設置 

② 導水路の取水地点直下流 90m 区間の導水管防護工 

③ FIS 融資事業の完成 

④ 浄水場内排水の放流先使用権の保障、場外排水管の私有地内通

過の保障 

 

 
 
3-2-3-4 施工監理計画 

(1) コンサルタント業務の留意点 

本プロジェクトを実施する上で、コンサルタントは以下の事項に留意する。 

・ グ国と日本国政府間で締結される交換公文(Ｅ/Ｎ)の内容を把握する。 

・ グ国側の負担事項の内容を確認し、日本側工事の実施工程との調整を行う。 

・ 建設資機材の持込みに伴う通関、免税処置等の手続きの再確認。 

・ グ国側実施機関、工事対象所轄市役所との連絡、協議を密にし、円滑なる工事進捗に努める。 

・ 対象地域の文化や歴史的背景を理解し、計画実施について住民の理解を得る。 

 

(2) 業務内容 

本プロジェクトにおけるコンサルタントの業務内容は以下のとおりである。 

1) 実施設計 

① 現地調査 

・ 用地、気象、地形、地質、建設資機材、労務、施工方法等諸条件の再確認 

・ INFOM や実施対象市のプロジェクト実施体制等の準備状況、予算措置についての確認 

・ グ国側負担事項の進捗状況確認 

・ 浄水場、導水管改修地点の既存配管の確認、配管接続先の確認 

・ 基本設計結果の現地確認 

・ 工事実施にあたって関係するグ国側諸機関への工事説明、協力依頼、協議 
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② 詳細設計 

･ 詳細設計図作成、事業費積算、施工計画立案  

③ 入札業務 

・ 入札図書作成、入札資格審査、入札代行、入札結果評価、業者契約締結補助 

2) 施工監理 

・ 資機材製作の承認、出荷前検査、現地検収 

・ 機材製作図、工事施工図の承認 

・ 日本側負担による建設工事の施工監理 

・ グ国側実施部分に対する技術指導及び施工監理補助 

・ 毎月の工事進捗報告書の作成及び報告 

・ 工事関連諸機関との連絡・調整 

・ 竣工検査、瑕疵検査の実施 

3） ソフトコンポーネント 

・ 浄水場運転管理技術にかかる技術指導 

(3) コンサルタント業務担当者 

1) 実施設計 

・ 業務主任  ： 計画の実施促進、INFOM 及び各市との協議 

・ 浄水場施設  ： 浄水施設の設計 

・ 電気・機械設備  ： 機械､電気設備の選定、配置、運転計画 

・ 調達計画・積算  ： 資機材調達計画、事業費積算 

・ 仕様書・入札図書 ： 工事仕様書、入札図書、契約書の作成 

2） 施工監理 

・ 常駐施工監理 ： 工事全体の施工監理 

・ 施工監理(着工・竣工前) ： 着工時協議、中間検査、竣工時協議・調整 

・ 施工監理(機械・設備)  ： 機械・設備のスポット施工監理 

3） ソフトコンポーネント 

・ 浄水場運転管理技術  ： 浄水場運転管理技術指導 

 

3-2-3-5 品質管理計画 

工事用資機材や建設物の品質確認にあたっては、品質管理計画書を作成し、建設材料、土工事、コンク

リート工事等を対象に品質検査を実施する。検査頻度、検査箇所は、JIS、公的建築基準などに準拠する。 
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3-2-3-6 資機材調達計画 

建設工事に必要な資機材で現地調達が可能な物については現地調達品を使用する。しかし、グ国内の

流通事情の問題から一定期間内に入手が困難な場合、著しく品質に問題がある場合､経済性で著しく不利

となる場合、現地調達が不可能な資機材については、第三国または日本からの調達とする。 

表 3.2.23 主要資機材の調達先 

品  目 現地調達 日本調達 第3国調達 

セメント ○   

骨材 ○   

砕石・砂 ○   

燃料（軽油/ガソリン） ○   

木材・型枠材 ○   

鉄筋 ○   

管材(PVC、鋼管) ○   

バルブ類（汎用型） ○   

バルブ類(特殊型)、流量計  ○  

電気・配線材料  ○  

塩素注入機、硫酸ｱﾙﾐ注入機   米国 

 

3-2‐3‐7 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

施設改修を行うことにより、浄水場が計画目標年度 2009 年の給水需要量に見合う量で、かつ、安全な水

質の浄水の生産を安定的に行うことができる施設としての条件が整備されることとなる。しかし、施設の運用

面においては、3 市ともに下記に述べる運転管理要員の技術能力の問題がある。従って、プロジェクトの実

施効果を高めるためには、施設の改修計画を行うと同時に改修された施設を運転管理する要員の技術能力

の向上をソフトコンポーネントの実施を通じて図ることが必要である。 

1) サナラテ市 

現在浄水場のオペレーターは 3 人（内 1 人は助手）が専任で配置されており、一日に 12 時間 2 交代制

で浄水場に常駐している。経験年数は全員 10 年以上と長く、既存浄水場の運転については、流量調整、

凝集剤注入、ろ過池の逆流洗浄、塩素注入、各種池内の排泥等の作業について経験的に習熟しており、

日常の現場作業をこなしている。しかしながら、浄水処理の総合的理論を理解せずに一定の習慣化した

作業を行うにとどまり、流入流量や濁度の日々の変化に対応した運転管理を行うための知識は持っていな

い。また、現在の設備において、流量計や濁度計、凝集剤注入装置が無いため、それらを使用した適正

な運転管理を行うことができない。 

本改修計画によって、量水設備と凝集剤注入設備の整備、濁度計の調達、また逆流洗浄作業用の揚
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水ポンプの更新が行われる。これらの新規設備を確実に使い、流入水量や濁度の変化に対応した浄水場

の運転を行うには、浄水処理全般の技術指導を理論・実践の両面から行う必要がある。 

2） サラマ市 

現在、浄水場及び井戸の運転は市の上下水道課責任者が自ら実施しており、浄水場には警備員を 1

名配置しているのみで浄水場専任のオペレーターは在籍しない。通常の緩速ろ過池であれば、本来定期

的（2 週間に 1 回程度）に必要とされるろ過砂の掻き取りや洗砂の作業が行われておらず、浄水場管理関

係者には緩速ろ過池に対する管理知識が不足している。現在、浄水処理施設自体に問題があり、本来必

要とされる運転管理業務も行われていないが、本計画による改修に合わせて、浄水場専任のオペレータ

ーや作業要員の配置を行い、適正な運転管理（水量調節、水質監視、ろ過砂掻き取り・洗浄、排泥、塩素

注入、運転記録等）を実施できる体制が市によって整備される。このため、これらの新規要員に対する浄

水場運転管理技術の指導を行うことが必要である。 

3） カバーニャス市 

現在、浄水場には警備員 1 名が配置されているのみで浄水場専任のオペレーターは在籍しない。日常

的な管理作業としては、警備作業の他に沈澱池及びろ過池水面のごみの撤去や塩素注入の確認作業に

とどまり、塩素ボンベの取替えや水量管理等は配管工が行っている。現在、浄水処理施設自体が施設の

欠陥により使用できない状況にあり、本来必要とされる運転管理業務は行われていないが、本計画の施設

改修に合わせて、浄水場専任のオペレーターの配置を含む適正な運転管理（水量調節、水質監視、ろ過

砂掻き取り洗浄、排泥、塩素注入、運転記録等）を実施できる体制が市によって整備される。このため、こ

れらの新規要員に対して、浄水場運転管理技術の指導を行うことが必要とされる。 

 

（2） ソフトコンポーネントの目標 

  ソフトコンポーネントを実施し、サナラテ、サラマ、カバーニャスの各市が浄水場の運転・維持管理を行う

ための技術的知識を得ることによって、本協力事業によって改修された既存浄水場が適正に運転・維持管

理されることとなり、その結果プロジェクト対象地区住民に対して安全な水が安定的に供給される。 

 

（3） ソフトコンポーネントの成果 

サナラテ、サラマ、カバーニャスの各市に技術支援を行うことで、以下の直接的成果（浄水場の運転管理

能力の強化）が期待される。 

① 各市の水道部責任者が浄水場全般の運転管理方法を理解する。 

② 各市の浄水場運転担当者(オペレーター)が浄水場の運転管理方法を理解し、運転管理マニュア

ルを利用して独自に適正な運転管理が行える。 
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③ 作業要員が、処理施設全体の排泥、清掃作業ができるようになり、特に緩速ろ過池においては、砂

の掻き取り、洗砂、敷き均し作業が行える。 

 

（4） 成果達成度の確認方法 

指導項目における最終目標を設定し、指導内容毎に指導担当者がチェックを行い、技術移転の理解度の

最終確認を行う。最終確認については指導担当者が指導対象者に単独で作業を演習させ、その結果を評

価する。評価は技術の到達度と今後の技術の研鑚についてのアドバイスからなる。 

 

表 3.2.24 ソフトコンポーネント最終目標と確認方法(浄水場運転管理技術指導)  

確認方法 
指導項目 最終目標 

確認事項 確認者 

浄水場運転管理技
術指導 

運転管理マニュアル、運
転記録フォームに従った
日常、定期作業の習得 

チェックシートでの確認 
ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの技術
指導者 

 

表 3.2.25 ソフトコンポーネント指導チェック項目案(浄水場運転管理技術指導)  

工程 指導項目 ﾁｪｯｸ 日時 備考 

1 ろ過処理の基礎理論、処理システム内容    

2 水量の管理方法    

3 水質の管理方法    

4 薬品（凝集剤/塩素）の適正量注入方法    

5 ろ過砂の洗浄、管理方法    

6 沈澱池等施設の排泥管理    

7 運転管理データの記録、管理    
 

 

（5） ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネントの活動対象者は計画対象 3 市（サナラテ、サラマ、カバーニャス）の市水道部責任者

及び浄水場運転管理担当者(オペレーター)、清掃作業要員とする。コンサルタントの派遣要員は、本邦コン

サルタント派遣の浄水場運転管理技術指導 1 名とする。ソフトコンポーネントの実施時期は、本無償資金協

力にて建設された施設を対象とすることから、浄水場施設が完成した直後から 1.1 ヶ月を予定する。本計画

の実施機関は INFOM であることから、実施方法、内容につき INFOM と協議した上で、INFOM の浄水場運

転管理関係者立会いのもとで実施する。技術支援は各市の浄水場でそれぞれ実施されるが、着手前の打

合せ、完了時の報告は INFOM の事務所のあるグアテマラ市で行う。 

ソフトコンポーネントの目的は、本計画で改修整備された浄水場施設を対象に、流入水量や濁度変化に

応じた浄水処理の理論を理解させ、実践作業を通じて適正な運転管理技術を習得させることである。なお、

各設備、機械類の初期操作指導、保守管理に関する指導は、本邦施工業者による試運転・調整時に、本邦

施工業者が実施する。業者は設備、機器に関するリスト、運転・維持管理マニュアル、保守管理マニュアル

等を作成する。ソフトコンポーネントの活動内容は下記のとおりである。 
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表 3.2.26 ソフトコンポーネントの活動 

対象者 活動内容、必要技術 実施時期、期間、指導者 成果品 

水道部責任者 

浄 水 場 全 般 の 運 転 理

論、運転管理内容の理

解 

浄水場運転管理要員 

浄水場の運転管理方法

の理解、運転管理マニ

ュアルを利用した適正な

運転管理 

浄水場清掃作業要員 

処理施設全体の排泥、

清掃作業。緩速ろ過池

のろ過砂の掻取り、洗

砂、補充、敷き均し作業

施設完成後実施 

国内 0.17M/M 

現地 1.10M/M 

本邦コンサルタント 1 名 

浄水場運転・維持管理マニュアル

講義、演習用資料 

完了報告書 

 
1) 国内準備（0.17M/M）  

講義、演習用資料及び運転管理マニュアルの作成。 

2) 現地調査（1.1M/M） 

[打合せ、作業準備]          （3.0 日） 

[急速ろ過システム講習、演習（サナラテ市）] （5.0 日） 

① ろ過処理基礎理論、改修整備した施設内容に関する講習、現場確認 0.7 日 

② 運転管理データの記録、管理方法に関する講習、現場演習  0.3 日 

③ 水量管理方法（流量堰、流量計測定方法、ゲート、バルブ操作）に関する現場演習 0.5 日 

④ 水質管理方法（濁度計使用方法）に関する現場演習  0.5 日 

⑤ 凝集剤の適正量注入操作に関する現場演習  0.5 日 

⑥ 塩素の適正量注入操作に関する現場演習  0.5 日 

⑦ ろ過砂の逆流洗浄操作（ポンプ運転、バルブ切り替え操作）に関する現場演習 0.5 日 

⑧ 沈澱池傾斜板等清掃方法、排泥方法に関する現場演習  0.5 日 

⑨ 成果達成度確認のための現場演習  1.0 日 

[緩速ろ過システム講習、演習（サラマ市、カバーニャス市、5.0 日×2 箇所）] （10.0 日） 

① ろ過処理基礎理論、改修整備した施設内容に関する講習、現場確認 0.7 日 

② 運転管理データの記録、管理方法に関する講習、現場演習  0.3 日 

③ 水量管理方法（流量堰、流量計測定方法、バルブ操作）に関する現場演習 0.5 日 

④ 水質管理方法（濁度計使用方法）に関する現場演習  0.5 日 

⑤ 塩素の適正量注入操作に関する現場演習  0.5 日 

⑥ ろ過砂の掻き取り、洗浄方法に関する現場演習  １.0 日 

⑦ 沈澱池等排泥方法に関する現場演習  0.5 日 

⑧ 成果達成度確認のための現場演習  1.0 日 

[ソフトコンポーネント完了報告書の作成、運転管理に関する助言] （5.0 日） 

[施主に対する報告]  （1.0 日） 

[移動日]  （9.0 日） 

[合計]  （計 33.0 日） 
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(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

グ国のローカルコンサルタントには浄水場運転指導などの活動経験をもつところはない。また、本計画の実

施機関である INFOM においては、浄水場の設計、硫酸アルミニウム注入機や塩素注入機の維持管理、水

質試験を指導できる技術者は在籍しているものの、浄水場を運営・管理する組織ではないため、浄水場の総

合運転指導を行った経験はない。従って、本邦コンサルタントの直接支援型とする。 

 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

各市の浄水場は工事完了後、直ちに本邦施工業者による試運転・調整が行われる。また、その時期を利

用して、同業者により、市の浄水場運転担当者等関係者に対して、施設、設備に関する初期操作指導や保

守管理に関する指導が行われる。施工業者の行う試運転・調整、初期操作指導は、各浄水場に対して順番

に行われるため、ソフトコンポーネントは、この試運転・調整、初期操作指導の完了を受けて引き続き実施す

る計画とする。 

浄水場の総合運転技術指導については、原水濁度が高くなり、運転状況に特に注意する必要のある雨期

（5～10 月）において実施することが望ましいが、この時期には本計画における施設改修工事が完了してい

ない。また、市側で浄水場の運転管理要員体制の整備を行う必要があるが、施設が完成していない段階で

新規の人員を採用できる可能性は低い。工事完了予定時期は乾期に当たるが、サナラテ市の場合、雨期の

高濁度の原水を採水しておき、ジャーテストをソフトコンポーネント実施時に行うことで、雨期の凝集剤注入量

を推定することはできる。ソフトコンポーネントの実施工程を表 3.2.27～3.2.28 に示す。 

表 3.2.27 ソフトコンポーネント実施工程・成果品(浄水場運転管理技術指導) 

 

 1週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量

1週 2週 3週 4週 2週 3週 M/M

１.国内準備 0.17
運転管理マニュアル
講義・演習用資料

2.移動（日本-グ国-3市） 0.30 （日本-グ国：5日、市間4日）

3.打合せ、準備作業 0.10
運転管理マニュアル
講義・演習用資料

4.サナラテ市にて実施 0.17 演習結果評価

5.サラマ市にて実施 0.17 演習結果評価

6.カバーニャス市にて実施 0.17 演習結果評価

7.報告書作成 0.17 完了報告書

8.報告書まとめ、提出 0.03 完了報告書

合計 1.27

活動項目 成果品
1月 2月

 

表 3.2.28 ソフトコンポーネント詳細投入計画(浄水場運転管理技術指導) 

数量

1週 2週 3週 4週 1週 2週 3週 M/M

1.浄水場運転管理技術指導 1.27 国内0.17M/M、現地1.1M/M

2.補助員(現地） 0.93

摘　　要活動項目
1月 2月
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(8) グ国側の責務 

サナラテ市は現在既存浄水場の運転管理のための必要人員は確保されているが、サラマ、カバーニャス

の両市については既存浄水場が機能しておらず、浄水場運転管理のための人員も不足し、施設完成後適

切に運営できる体制にない。従って、サラマ、カバーニャスの両市については要員の補充を行い運転管理組

織を整備し、ソフトコンポーネント実施時にこれら関係者が指導を受けることのできる体制を整備しておく必要

がある。また、機材については、急速ろ過システムであるサナラテ市には特に市側で必要とされる物はない。

サラマ、カバーニャスの両市は緩速ろ過システムを採用するため、ろ過砂の搬出入用のベルトコンベアが日

本側から調達されるが、両市の負担で下記の作業用具を準備する必要がある。 

① 浄水場運転管理組織体制の整備 

浄水場オペレーター2 人、ろ過砂掻き取り作業用人夫 4 人 

② 緩速ろ過池のろ過砂管理用機材 

ろ過砂掻取作業用具（掻取棒 4 個、平底シャベル 4 個、一輪運搬車 2 台、運搬車用敷板） 

ベルトコンベア移動用枕木 

 

 ソフトコンポーネント実施後は、市側による自主的で適正な運転・維持管理活動の継続的な実施が必要で

ある。そのために、水道部責任者は常に浄水場の運転管理記録を整理、確認し、運転異常時には INFOM

に支援を求める等の対応が取れるようにしておくことが重要である。また、ソフトコンポーネントによって運転

技術指導を受けた要員の異動は避けるべきである。浄水場運転のために必要となる、凝集剤や塩素の供給

を切らす事の無いように在庫管理を行うことも重要である。 

 

3-2-3-8 実施工程 

 本プロジェクトの実施工程は下図に示すとおり、無償資金協力の制度に従い、単年度(1 期)での実施とする。

E/N 締結後、コンサルタント契約を行い、詳細設計、入札図書の作成を行う。その後、施工業者の入札手続

を行い、業者契約後速やかに工事に着手する。業者契約後、現地にて共通仮設、資機材置場、現場事務

所の設営準備に取り掛かるとともに、本邦及び現地での建設資機材の調達を開始する。日本調達の資機材

は海路にて太平洋を横断し、グ国プエルトケツァル港に陸揚げ、約 200km の陸上輸送を経て各サイトに運搬

される。工事は 3 市の各サイト同時並行で行われる。 
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表 3.2.29 事業実施工程 

 

 

 実

 設

 

 ソフトコンポ

 

 達

 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(現地調査)

(国内作業)

(入札図書承認）

(入札業務、評価)
計6.0ヶ月

ーネント 計1.1ヶ月

(機材製作・調達)

(輸送)
計5.0ヶ月

(準備工）

(工事）
計12.0ヶ月

調

施

計

施
工

月　数

 

 

 

3-2-4 プロジェクトの成果 

本プロジェクトの効果指標としては、改修施設容量の検討、現地調査時点にて実施した社会状況調査(住

民のアンケート調査)の結果より下表に示す指標と数値を設定する。 

表 3.2.30  プロジェクトの効果指標 

指 標 現状値 計画値 

浄水場生産量   

1) サナラテ市 5,180 m3/日 6,650 m3/日 

2) サラマ市 2,070 m3/日 4,490 m3/日 

3) カバーニャス市 1,040 m3/日 1,560 m3/日 

浄水場処理水水質   

対象 3 市 
濁度につきグ国飲料
水質基準を満足しな
い場合がある 

濁度につきグ国飲料水
質基準を常に満足する 

住民水利用の飲用用途率(アンケート調査による) 

1) サナラテ市 31% 80% 

2) サラマ市 18% 80% 

3) カバーニャス市 73% 90% 

給水水量の満足度(アンケート調査による) 

1) サナラテ市 73% 90% 

2) サラマ市 62% 90% 

3) カバーニャス市 18% 90% 

給水水質の満足度(アンケート調査による) 

1) サナラテ市 60% 90% 

2) サラマ市 36% 90% 

3) カバーニャス市 51% 90% 

   (注) 濁度に関するグ国飲料水基準=5NTU 
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3-2-5 環境社会配慮 

 本プロジェクトは既存の浄水場施設に関係する、導水路、着水井、沈澱池、ろ過池、配水池、場内送・配水

管等の改修にかかわる建設工事である。建設用地は既存導水路用地、既存浄水場用地であり、新たに用地

を拡張して施設の建設を行う必要はない。 

浄水処理量については、サナラテ市では既存の 60 ㍑/秒から 77 ㍑/秒へ、サラマ市では 24 ㍑/秒から 52

㍑/秒へ、カバーニャス市では 12 ㍑/秒から 18 ㍑/秒へといずれも増加するが、既存の取水工の計画取水量

はそれぞれ88㍑/秒、63㍑/秒、18㍑/秒であり、本プロジェクトにおける取水量が既存施設の取水量を上回

ることはない。 

浄水処理施設からの排水は、原水に含まれる濁質の沈澱物が含まれるため、市内の下水管への流出は

行わず、市が保障する自然排水路に流出させ、また、浄水場から流末に至る排水路に汚泥枡を設ける。市

内への給水量の増加に伴う生活排水の増加については、各市ともに既に下水管の整備が行われている。ま

た、サラマ市、カバーニャス市では既存浄水場を通した原水処理はせずに既にサラマ市 62 ㍑/秒、カバーニ

ャス 21 ㍑/秒と、本プロジェクトの計画処理量を超える水量の給水を現在行っており、本プロジェクトにより

生活排水量が全体的に増加することはない。 

以上のことから、本プロジェクトの実施により周辺地域の環境に与える影響はないと考えられる。なお、

INFOM は、グ国の関連法規及び環境・天然資源省の指導に従い、事業実施に伴う環境影響に関する診断

書を対象 3 市と協力して取りまとめ、同省の承認を得る予定である。 

 

3-3 グ国側負担事項の概要 

本計画実施に際し、グ国側が行うべき負担事項は下記に示すとおりである。浄水場の改修工事は、3 市と

もに既存の用地内での工事が可能であり浄水場本体工事として用地上の問題はない。浄水場への進入路

は 3 市ともに市の用地である。サナラテ市浄水場では浄水場までの進入路の上り勾配が急であるため、車両

の轍部分のみ部分的に舗装を必要とする。サラマ市浄水場の進入路は雨期にぬかるみが生じるため、部分

的に砂利舗装が必要である。電気の供給については、既存の施設が急速ろ過システムであるサナラテ市浄

水場及び、浄水場用地内に深井戸施設のあるサラマ市浄水場には既に3相の電力供給が行われている。カ

バーニャス市浄水場の送電線については単相であり、場外の家庭用の送電線の利用が可能である。従って、

工事実施に当たり、特に市が負担する大きな出費の可能性や問題となる点は無い。ただし、場内施設からの

排水用の場外排水路については一部私有地を通過する場合もあり、放流先を含めた配慮が必要である。 

本計画履行上の措置については、銀行取り極めに関する手数料、日本法人に対する無税措置等につい

ては実施機関である INFOM が責任を持って行うが、INFOM は過去に充分な経験があり、対応は可能である。

グ国側の負担事項としては、特に下記の事項について留意する。 
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(1) サナラテ市 

【工事開始までに行われるべき事項】 

・ 浄水場への進入道路の整備約 500m 

・ 浄水場からの排水の放流先の使用保障 

・ 工事により発生する土砂、コンクリート等廃棄物の処分場の提供 

【工事実施中に行われるべき事項】 

・ 送電線のトランスの整備 10ｋVA×3 台 

・ 送電トランスから第 1 系統施設の受電盤までの場内送電線の整備、3 相 3 線、電力積算計の設置 

・ 浄水場改修工事において発生する、断水、給水量制限についての住民に対する広報、説明及び給水

車等による対応 

【E/N 期限までに行われるべき事項】  

・ 近い将来 2011 年頃より導水量が不足するために旧ポンプ系導水路を復旧整備するための調査 

・ 本計画の効果が発現されるための送・配水施設の整備計画の策定及び計画の実施 

・ 水道料金改定案の策定、住民に対する説明 

・ 生活排水の流出、農地における農薬使用、森林の伐採等に対する浄水場水源流域の保全対策の策定 

【E/N 期限以降に行われるべき事項】  

・ 無償資金協力にて建設、調達された施設、資機材の適切且つ効果的な使用、及び維持管理 

・ 水道料金改定の実施 

・ 浄水場の運転・維持管理を適正に行うため、日本側実施の技術支援を受けた浄水場関連職員の継続

的な専属配置に係る最大限の努力 

 

(2) サラマ市 

【工事開始までに行われるべき事項】 

・ 浄水場への進入道路の整備約 200m 

・ 浄水場からの排水の放流先排水路の使用保障 

・ 工事により発生する土砂、コンクリート等廃棄物の処分場の提供 

【工事実施中に行われるべき事項】  

・ 浄水場の運転管理、特に緩速ろ過池のろ過砂の管理に対する充分な要員（浄水場オペレーター2 名、

浄水場作業要員 4 名）の任命、また、これら要員が本計画にて行う技術指導（コンサルタントによるソフト

コンポーネント、業者による初期操作､保守管理指導）への参加 

・ 緩速ろ過池のろ過砂管理用機材である、ろ過砂掻き取り作業用具（掻き取り棒 4 個、平底シャベル 4 個、

一輪運搬車 2 台、運搬車用敷板）、ベルトコンベア移動用枕木の準備 
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【E/N 期限までに行われるべき事項】  

・ 乾期の水源量補填対策としての井戸の建設、及びカチル川水源量利用に関する調査 

・ 本計画の効果が発現されるための送・配水施設の整備計画の策定及び計画の実施 

・ 水道料金改定案の策定、住民に対する説明 

・ 生活排水の流出、農地における農薬使用、森林の伐採等に対する浄水場水源流域の保全対策の策定 

【E/N 期限以降に行われるべき事項】 

・ 無償資金協力にて建設、調達された施設、資機材の適切且つ効果的な使用、及び維持管理 

・ 水道料金改定の実施 

・ 2009 年度における乾期給水量補填のための水源調査の結果得られた具体的手段の実施 

・ 浄水場の運転・維持管理を適正に行うため、日本側実施の技術支援を受けた浄水場関連職員の継続

的な専属配置に係る最大限の努力 

 

(3) カバーニャス市 

【工事開始までに行われるべき事項】  

・ FIS 事業の完結 

・ 導水路の取水工直下に位置する斜面崩壊部約 90m における管路防護工事の完了 

・ 浄水場からの排水の放流先排水路の使用保証及び、場外排水路の私有地内及び公道内の敷設許可 

・ 工事により発生する土砂、コンクリート等廃棄物の処分場の提供 

【工事実施中に行われるべき事項】 

・ 浄水場の運転管理、特に緩速ろ過池のろ過砂の管理に対する充分な要員（浄水場オペレーター2 名、

浄水場作業要員 4 名）の任命、また、これら要員が本計画にて行う技術指導（コンサルタントによるソフト

コンポーネント、業者による初期操作､保守管理指導）への参加 

・ 緩速ろ過池のろ過砂管理用機材である、ろ過砂掻き取り作業用具（掻き取り棒 4 個、平底シャベル 4 個、

一輪運搬車 2 台、運搬車用敷板）、ベルトコンベア移動用枕木の準備 

・ 送電線の浄水場内引き込み､単相 220V、電力積算計の設置 

【E/N 期限までに行われるべき事項】  

・ 配水管各戸給水における全戸の水道メーターの取り付け 

・ 本計画の効果が発現されるための送・配水施設の整備計画の策定及び計画の実施 

・ 水道料金改定案の策定、住民に対する説明 

・ 生活排水の流出、農地における農薬使用、森林の伐採等に対する浄水場水源流域の保全対策の策定 

【E/N 期限以降に行われるべき事項】  

・ 無償資金協力にて建設、調達された施設、資機材の適切且つ効果的な使用、及び維持管理 
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・ 水道料金改定の実施 

・ 浄水場の運転・維持管理を適正に行うため、日本側実施の技術支援を受けた浄水場関連職員の継続

的な専属配置に係る最大限の努力 

 

 (4) INFOM 

・ 日本国民に対する本プロジェクトに係る生産物、及び役務に関し課される関税、IVA を含む内国税およ

びその他の財政課徴金の免除、還付とその措置 

・ INFOM による、関税、内国税及びその他の財政課徴金を支払うために必要な資金の大蔵省からの獲得 

・ プロジェクトにおいて調達される資機材の円滑なる陸揚げ、免税､通関 

・ 日本人プロジェクト関係者に対する出入国や安全な環境で滞在するための便宜供与 

・ 日本人プロジェクト関係者の安全対策に関する配慮と支援 

・ 銀行取り極めの口座開設及び A/P 通知等の銀行手数料の負担 

・ カウンターパート技術者の配置 

・ INFOM による工事期間中、工事完了時の水質検査 

・ サナラテ市浄水場に対する INFOM によるジャーテストの実施、及び適正な凝集剤注入量決定のための

アドバイス 

・ 市の浄水場運転管理に対する INFOM の支援体制の強化 

・ INFOM が市と本計画に関して締結した覚書事項に対する支援、進捗管理、実施促進 

・ その他、プロジェクトを円滑に実施するためにグ国内で必要とされる諸手続きに対する配慮 

 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3‐4‐1 市の浄水場運営維持管理体制、能力 

(1) サナラテ市 

当市は正規・契約職員合わせて約 245 名の職員が勤務に当たっており、運営管理上、比較的組織的にま

とまった運営・管理体制がしかれている。浄水場のオペレーターは 3 人（内１人は助手）が専任で配置されて

おり、一日に 12 時間 2 交代制で浄水場に常駐している。経験年数は全員 10 年以上と長く、既存浄水場の

運転については、流量調整、凝集剤注入、ろ過池の逆洗、塩素注入、各種池内の排泥等の作業について

経験的に習熟しており、日常の現場作業をこなしている。ただし、浄水処理の総合的理論は分からずに一定

の慣例化した作業を行っているのみであり、流入流量や濁度の日々の変化に対応した作業を行うための知

識は持っていない。また、施設の設備において、流量計、濁度、凝集剤の注入装置が無いためそれらを使

用した適正運転を行うことができない。 
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(2) サラマ市 

当市は正規・契約職員合わせて約 160 名が勤務に当たっているが、浄水場および井戸の運転は上下水

道課責任者が自ら実施しており、現在、浄水場には場内で生活する警備員を 1 名配置しているのみで浄水

場専任のオペレーターは在籍しない。日常的な管理作業としては、沈澱池及びろ過池水面のごみの撤去や

塩素注入の監視のみである。本来通常の緩速ろ過池であれば、2週間程度毎に必要とされる、ろ過砂の掻き

取りや洗砂の作業は行われておらず、その代わり年に 2 回行われる大掛かりなろ過池の洗浄作業や、沈澱

池の排泥作業時はその時のみ要員を調達している。緩速ろ過のろ過砂管理に関する知識が無い。現在は

浄水システムが機能しておらず本来必要であるべき運転管理業務は行われていないが、本計画による改修

に伴い、浄水場専任のオペレーターの配置を含む適正な運転管理（水量調節、水質監視、ろ過砂掻き取り

洗浄、排泥、塩素注入、運転記録等）を実施できる体制を整える必要がある。  

 

(3) カバーニャス市 

当市は正規・契約職員合わせて 18 名が勤務に当たっている。技術部のほか、財務課があるが人員が少な

いため水道部の形はあるものの、配管工を含め 3 名しかおらず、実際の業務管理は技術部の技術者が公共

事業の一つとして管理している。現在、浄水場には場内にて家族で生活する警備員を 1 名配置しているの

みで浄水場専任のオペレーターは在籍しない。日常的な管理作業としては、警備作業の他に沈澱池及びろ

過池水面のごみの撤去や塩素注入の監視のみを行っている。塩素ボンベの取替えや水量管理等は配管工

が行っている。現在は、沈澱池、ろ過池の使用はなく浄水システムが機能しておらず、本来必要であるべき

運転管理業務は行われていないが、本計画による改修に伴い、浄水場専任のオペレーターの配置を含む

適正な運転管理（水量調節、水質監視、ろ過砂掻き取り洗浄、排泥、塩素注入、運転記録等）を実施できる

体制を整える必要がある。 

上記で述べたように、サナラテ市は浄水場のオペレーターは在籍するが、本計画により施設、設備が整備

された場合、適正な運転を行うためには、その整備レベルに合わせた技術指導が必要とされる。また、サラマ

市、カバーニャス市については現在オペレーターが在籍せず、塩素注入と流入ゴミや泥の清掃に関する業

務以外に、運転・維持管理は行われていないため、専任のオペレーターを任命し、技術指導を行うことが必

要とされる。 
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3‐4‐2 INFOM の支援体制 

計画終了以降における浄水場施設の適切な運転・維持管理を行うのは運営主体である市自身であり、市

の運転管理組織の強化に加えて、管理技術レベルを高める努力が必要である。地方浄水場は日本が

INFOM を通じて改修に係る無償資金協力を実施した 13 箇所を含め全国に 25 箇所あり、市のレベルでは対

応できない場合、これを支援するために INFOM は重要な役割を有すると考えられる。INFOM は、市から浄

水場の運転・維持管理上に問題点のある場合の診断、修理につき要請があった場合、それに対して支援す

ることが必要とされる。 

しかしながら、INFOM は地方都市に対して、技術的、財政的支援を行うことを目的としているものの、これ

は市の要請をベースにするもので、その対価として得る手数料や融資の利息を INFOM の財源としているた

め、施設の運転・維持管理状況に関し、市に対して診断、アドバイス、修理等を行うための予算を持っておら

ず、これらを無償で行うことはしていない。また、法的に市に対して、INFOM の要求に応じた必要資料の提

出、運転・維持管理上の規則を守らせることについての強制力は持っていない。唯一強制力を持ち得るのは

厚生省であり、給水の塩素注入が法的に義務付けられているために保健衛生管理上で法的な権限を持ち、

保健所では定期的に給水の残留塩素の検査を行っている。塩素注入に違反した場合、市長は罰則を受け

ることとされる。このように、INFOM は、要請なしに定期的に人を派遣して、運転管理状況の確認を行うような

ことはできないが、市から浄水場の運転・維持管理上に問題点のある場合の診断、修理につき要請があった

場合、それに対して支援を行える体制を整えておくことは必要である。 

現在 INFOM 組織内には、上記要請事項に対応するための浄水場専門の独立した支援組織はない。しか

し、INFOM 内の関連部所である、「浄水場部（浄水場技術者 1 名）」、技術・プロジェクト部の「技術顧問（上

下水施設設計技術者 2 名）」、「運転・維持管理室(修理工 10 名)」、「水質試験室(分析技術者 5 名)」が連携

して協力できる体制にあり、各市の浄水場運転・維持管理に関する要請の対応が可能と考えられる。各市の

要請に対する対応項目として以下のような支援を行うことが必要である。 

・ 急速ろ過システムについては、流入量、原水濁度の測定、薬品の注入量の設定、ろ過砂の逆洗、緩速ろ

過システムについては、流入量、原水濁度の測定、ろ過砂の掻取り、洗砂について適切な指導 

・ ろ過砂の補砂、調達方法についての助言 

・ ジャーテスターによる硫酸アルミニウムの適正注入量の試験、助言 

・ 日常の運転・維持管理記録データの整理、利用方法についての指導、助言 

・ 硫酸アルミ注入器、塩素注入器等設備の修理あるいは修理に関するアドバイス 

・ その他、適正な処理水質を得るための、運転管理方法の指導、助言 
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3‐4‐3 日本側の援助の必要性 

(1) 技術支援の必要性 

本改修計画においては、サナラテ市は急速ろ過システム、サラマ市､カバーニャス市については凝集処理

施設を持たない緩速ろ過池と既存のシステム形態から基本的に変更はない。前述したように、サナラテ市で

は現在、運転・維持管理のための施設が整っておらず、サラマ市、カバーニャス市ではオペレーターが在籍

しない。従って、本計画により施設が改修され、また市側に必要とされる要員の配置が適正に行われた場合、

①浄水場総合運転･維持管理理論と方法、②施設設備の運転操作方法につき指導を行う必要がある。 

① 浄水場総合運転・維持管理理論  

コンサルタントがソフトコンポーネントとして実施する。 

表 3.4.1 ソフトコンポーネント実施項目 

項    目 内     容 

訓練場所 各市改修対象の浄水場 

本件対象 3 市関係者（水道部責任者、オペレーター、清掃作業要員） 訓練対象者 

INFOM 上水道担当者、INFOM 維持管理担当者 

内  容 浄水システム全般の運転・維持管理に関する指導 

a.急速ろ過システム 

(サナラテ市) 

水質測定、水量測定、凝集剤注入量設定、流量調整、逆洗浄、塩素注

入、排泥等清掃作業、日常の運転記録 

b.緩速ろ過システム 

(サラマ市、カバーニャス市) 

水質測定、水量測定、ろ過砂掻取り、洗砂、敷き均し、排泥等清掃作業、

日常の運転記録 

資  料 維持管理マニュアル、運転記録簿フォーム 

 

② 施設設備の運転操作方法 

施工業者が施設建設直後に行う施設や設備の試運転・調整時に、業者が同時に市のオペレータ

ー、その他関係者に対して設備、機器類の初期操作指導、保守管理に関する指導を行う。 

 

表 3.4.2 運用指導実施項目 

項 目 内 容 

訓練場所 各市改修対象の浄水場 

本件対象 3 市関係者（水道部責任者、オペレーター、清掃作業要員） 訓練対象者 

INFOM 上水道担当者、INFOM 維持管理担当者 

内   容 浄水システム全般の運転・維持管理に関する指導 

a.急速ろ過システム 

(サナラテ市) 

ポンプ、制御盤、凝集剤注入装置、ゲート類、バルブ類、流量計、濁度計

b.緩速ろ過システム 

(サラマ市、カバーニャス市) 

ゲート類、バルブ類、流量計、濁度計、ベルトコンベア 

資  料 操作方法・機材に関する O&M マニュアル、保守点検チェックリスト 
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(2) 技術協力の提案 

過去の無償資金協力事業によって改修された浄水場 13 箇所に加え、今回、対象となる 3 箇所の計 16 の

浄水場をはじめ、これまで多数の水道分野の案件を実施してきていることから、それらのモニタリング、フォロ

ーアップも視野に入れつつ、専門家派遣による技術協力を行うことが望ましい。また、INFOM の市に対する

支援体制の強化のため、支援組織の中核となるべき技術・プロジェクト部の技術顧問（Asesor Técnica）は、

計画､設計は行うものの実際に浄水場の運転管理に携わった経験はない。日本における個別研修（浄水場

における実地研修）を受けることが望ましい。 

 

3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費  

 本プロジェクトを日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、約 643.0 百万円と

なる。また、先に述べた日本とグ国との負担区分に基づく双方の経費内訳は下記に示す積算条件によれば、

以下のとおり見積られ、日本国側負担は約 641.1 百万円、グ国側負担は 1.9 百万円となる。 

(1) 日本国側負担事業費 

                     概算総事業費  641.1 百万円 

表 3.5.1 日本側負担事業費 

費  目 概算事業費 （百万円） 

サナラテ市浄水場改修工事 160.2

サラマ市浄水場改修工事 286.5施設 

カバーニャス市浄水場改修工事 117.2

563.9 

実施設計・施工監理・技術指導 77.2 

注：本概算事業費は暫定的なものであり、即交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 

(2) グ国側負担事業費 

本プロジェクトの実施に当たり、グ国側が負担する費用は表 3.5.2 のとおりである。下記負担費用は、サ

ナラテ市歳入の 0.4%、サラマ市歳入の 0.04%、カバーニャス市歳入の 0.1%、INFOM 歳入の 0.02%と僅かであ

り、各市及び INFOM の財政事情より負担は可能である。 
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表 3.5.2 グ国側負担事項に係る費用予測 
No. 施 設 費用(Q) 備 考 

1 サナラテ市  

 浄水場への進入道路の整備 500m 65,540 コンクリート舗装 

 場内送電線の整備 10,720 3 相 3 線 70m 

 小  計 76,260  

2 サラマ市   

 浄水場への進入道路の整備 200m 3,960 砂利敷 30m3 

 緩速ろ過池ろ過砂管理用具 1,340  

 小  計 5,300  

3 カバーニャス市   

 場内送電線の整備 3,430 単相 2 線 30m 

 緩速ろ過池ろ過砂管理用具 1,340  

 小  計 4,770  

４ INFOM   

 A/P 手数料 1,640 Q410×4 通(最低) 

 支払手数料 43,670 支払額の約 0.1% 

 小  計 45,310  

 合  計 131,640 1Q=14.56 円 

 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 ： 平成 17 年 10 月 

2) 為替交換レート ： US＄1＝110.51 円（平成 17 年 4 月～平成 17 年 9 月の平均レート） 

 Q1 = 14.56 円(平成 17 年 4 月～平成 17 年 9 月の平均レート) 

3) 施工期間 ： 単年度(1 期)工事とし、事業実施工程(表 3.2.29)に示す。 

4) その他 ： 本事業は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施される。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

要請の各市はこれまで財政上の理由から施設の機能低下に有効な対応策を講じることができなかったた

め、量的にも質的にも不十分な給水をせざるを得なかった。その結果、水道の運営・維持管理費を賄うに充

分な水道料金体系を市民に強いることができない状況にあった。しかし、本計画の実施後は、生産水量の増

加と良質な水の給水が実現され、適正な料金徴収を行う環境が整うこととなる。現時点においても水道料金

体系は満足なものとは言えず、また、本計画で施設を改修することに伴い動力費、薬品費、人件費等の運

転・維持管理費用に変動が生じる。よって、本計画施設完成後の運営・維持管理費を算定し、これに見合う

適正な水道料金を各市毎に試算する。 

 

（1） 運営・維持管理費の算定 

運営・維持管理費は下記前提条件の設定を行い施設改修 10 年後の 2019 年までの計算を行った。 

1) 運転・維持管理費の内訳 

運営・維持管理費は下記費用から構成される。 
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① 人件費 （当該職員および臨時職員にかかる人件費） 

② 動力費 （ポンプ運転費、薬品注入器等場内設備運転費） 

③ 薬品類 （消毒用塩素購入費、硫酸アルミニウム購入費、水質分析費） 

④ 修繕費 （漏水補修費、管網整備費、日常整備費等） 

⑤ 減価償却費 （浄水場設備に関する償却費） 

⑥ 予備費 （将来的な施設の改修、拡張等） 

⑦ その他維持管理費 （その他諸経費等） 

2) 運転施設 

給水供給能力は本計画対象施設に下記に示す他の井戸、送水ポンプ等の既存施設や計画施設の給

水供給能力を含め、乾期、雨期それぞれの期間平均値を使用する。 

サナラテ市    ：既存浄水場、旧導水路ポンプ場 

サラマ市 ：既存浄水場、既存井戸 2 本（カチル、ビルヘン）、送水ポンプ、新規計画井戸 

カバーニャス市 ：既存浄水場、既存井戸(アマテ) 

3) 人件費 

人件費にかかる職員数は既存組織をベースとし、本計画の施設改修により必要となる要員を追加する。

サナラテ市は現行体制のまま、サラマ市、カバーニャス市については専従の浄水場オペレータ 2 人、清掃

員 4 名を補充し、検針員、料金徴収係、事務係については現行同様他部署との兼任とする。改編後の職

員構成を表 3.5.3 に示す。人件費は基本給与に諸手当、保険料を含む正規職員の支給額をベースに、年

間 2％の昇給を考慮して算出する。 

表 3.5.3 3 市の水道課改編職員数 
職員区分 サナラテ市 サラマ市 カバーニャス市 

監督者 1 名 1 名 
1 名 

（技術部所属） 

監督者補佐 1 名 
1 名 

（維持管理課所属） 
1 名 

（技術部所属） 
浄水場オペレーター 3 名 2 名 2 名 
配水池警備員 3 名 1 名 1 名 
配管工 14 名 6 名 3 名 

検針員 
0 名 

（配管工兼任） 
3 名 

2 名 
（財務課兼任） 

料金徴収係 2 名 
2 名 

(財務部所属) 
1 名 

（財務課所属） 

事務係 2 名 0 名 
1 名 

（秘書兼任） 

清掃員 
0 名 

（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ兼任） 
4 名 4 名 

合  計 26 名 20 名 16 名 
水道課専任職員数 26 名 １７名 １０名 
接続数 4,586 戸 3,915 戸 1,427 戸 
職員一人当たりの接続数 176 戸/名 196 戸/名 89 戸/名 
職員一人当たりの接続数（水道課のみ） 176 戸/名 ２３０戸/名 148 戸/名 
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4) 動力費(電気料金) 

動力費は、下表に示す浄水場内外のポンプ、薬品注入施設、照明等の電力負荷に対して使用電力量

を求め、現地電力会社（DEORSA）の電力使用料金をベースに算出する。 

表 3.5.4  電力負荷区分と電気料金 
設備出力 電力基本料金 電力使用料金

電力負荷名 
HP Kw 

契約形態
Q/月 Q/kW/月 Q/kWh 

サナラテ市       
既存浄水処理場 - 13 商用 478 102.4 0.9 
旧導水路第 1 送水ポンプ場 50 37 商用 478 102.4 0.9 
旧導水路第 2 送水ポンプ場 60 45 商用 478 102.4 0.9 

サラマ市       
 既存浄水処理場 - 2 商用 478 102.4 0.9 
 既存井戸カチル 40 30 商用 478 102.4 0.9 
 既存井戸ビルヘン 50 37 商用 478 102.4 0.9 
 高地部向け送水ポンプ 5 3.7 家庭用 32.3 - 1.4 
 新規井戸 3 本 50×3 37×3 商用 478 102.4 0.9 
カバーニャス市       
 既存浄水処理場 - 1 家庭用 32.3 - 1.4 
 既存井戸アマテ 30 22 商用 478 102.4 0.9 

注：電気料金単価は IVA、検針料金を含む 

 

5) 薬品類 

薬品費は硫酸アルミニウム（雨期：80mg/㍑、乾期：40mg/㍑）をサナラテ市で、3 市に消毒用塩素（1mg/

㍑）を計上する。また年に 2 度定期的に INFOM に水質試験を委託するための費用を計上する。 

6) 修繕費 

修繕費は各市対象サービスエリアの配水施設全般における漏水補修、管網整備、日常整備にかかる

費用を計上する。各市の実績をもとに、一律、一接続当たり Q15/年を計上する。 

7) 減価償却費 

本プロジェクトの場合、初期投資の大部分は日本の無償資金協力によるため債務返済は生じない。従

って投資した資産の減価償却費は準備費の性格を持ったものとし、故障頻度の比較的多い機械電気機器

である、ポンプ、操作盤、塩素滅菌機、硫酸アルミ注入機等の設備部分費用のみを減価償却の対象として

考慮する。償却期間は日本の基準では 16 年が妥当とされている(水道施設更新指針､日本水道協会､

H17)が、現地事情を考慮して 5 割増しの 24 年とし、定額法で計算する。残存価格は特に考慮しない。 

8) 予備費 

減価償却部分では設備投資のみの算出としたが、その他浄水場、配水池といった構造物のほか、市内

の配管網等の拡張、改修を将来にわたり考慮しなければならない。ここでは各施設の改修・拡張のための

予備費として、総額の 5％を計上する。 
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9) その他の維持管理費 

通信運搬、事務用品、会議費等を含むその他の経費として、人件費の 5％を計上する。 

 

本計画対象施設の年間の運転・維持管理費を計算した結果を表 3.5.6 に、その中で代表年の経費内訳を

表 3.5.5 に示す。 
 

【サナラテ市】 

・ 経費費目の中で人件費の占める率が一番多く、2005 年では 51％であるが、他費目と同様に経年毎

に徐々にその率を下げる。本処理システムは急速ろ過で、凝集剤、塩素の薬品の供給が常時必要

となるため、計画目標年度(2009 年)の負担率は 30％と人件費の次に占める負担となっている。 

・ 2011 年より現在使用の自然流下系導水路を通じた導水量が不足するため、旧ポンプ系の導水路の

再利用が必要とされる。そのために全体経費に対して動力費（電気経費）の占める率が 2005 年現在

の 4％から、送水ポンプの稼働時間が増加するため、計画目標年度の 5 年後の 2014 年では 19％、

10 年後の 2019 年では 30％と増加し、電力費の負担が大きくなる。浄水場設備の出力が 15.2ｋW で

あるのに対して、導水路ポンプの出力が 96.5ｋW と大きく、プラタノス川の水源量が多いことから、将

来的には、自然流下系の導水能力の拡張を図る必要がある。 

 

【サラマ市】 

･  本市で問題となるのは、乾期における浄水場の水源量の不足であり、水量補填のために現在既存

の深井戸２本を使用しているが、まだ水量が不足している。将来的には新たに数本の井戸の建設が

必要とされ、少なくとも本計画施設改修工事完了の 2008 年からは 1 本の新規井戸の稼働が必要と

なる。浄水場設備の出力が 2.1ｋW と小さいのに比して、既存深井戸の出力は合計で 79ｋW、新規必

要となる井戸 3 本が 130ｋW と推定される。そのために動力費の全体経費に占める率は、2005 年

66％、2009 年 51％、2019 年 58％と多く、負担となっており、そのため表 3.5.7 に示すように本市は

給水原価が他市に比べ高くなっている。この深井戸ポンプの動力費を抑えるために、将来自然流下

系の表流水水源の開発を行うことが望ましい。 

・ 人件費の占める率が動力費の次に多く約 20％､次に減価償却費の 16％程度となっている。浄水場

運転管理要員の増員は施設改修完了の 2008 年より行うが全体経費に占める率は 2005 年 23％、

2009 年 21％、2019 年 19％と変化は少なく問題とはならない。緩速ろ過システムであり、薬品費は塩

素のみであるため 2％と少ない。 
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【カバーニャス市】 

・ 本市では、現在浄水場の機能が全面的に停止しているために水源の全量を市内の既存井戸に頼

っているのが現状である。そのために現在全体の 71％もの経費を動力費に費やしている。改修工事

完了の 2008 年以降は、自然流下系導水の利用が可能となるため、既存井戸の利用時間は大きく減

少し、負担率は 2009 年で 16％、2019 年で 24％と大きく改善される。 

・ 浄水場運転管理要員の増員は施設改修完了の 2008 年より行うが全体経費に占める率は 2005 年の

19％に比して、2009 年 47％、2019 年 44％と増加する。緩速ろ過システムであり、薬品費は塩素のみ

であるため 3％と少ない。また、減価償却費が約 20％と大きい。 

表 3.5.5   運転・維持管理費の内訳比率 

年  度 単位 人件費 動力費 薬品費 修繕費 減価償却費 その他(注 1) 合 計(注 2) 

1. サナラテ市         

Q 458,723 34,410 315,441 68,800  23,000 900,374 2005 

％ 51 4 35 8 0 3 100 

Q 496,600 41,970 361,470 79,000 133,066 81,750 1,193,856 2009 

(計画目標年度) ％ 42 4 30 7 11 7 100 

Q 548,600 296,960 428,377 93,900 133,066 103,921 1,604,824 2014 

％ 34 19 27 6 8 6 100 

Q 605,900 650,270 504,511 111,500 133,066 132,078 2,137,325 2019 

％ 28 30 24 5 6 17 100 

2. サラマ市         

Q 178,750 512,010 19,400 54,500  9,000 773,660 2005 

％ 23 66 3 7 0 1 100 

Q 299,100 737,010 22,900 62,100 227,051 83,158 1,431,319 2009 

(計画目標年度) ％ 21 51 2 4 16 6 100 

Q 330,500 854,940 26,100 73,100 227,051 93,014 1,604,705 2014 

％ 21 53 2 5 14 5 100 

Q 365,200 1,107,870 29,800 86,000 227,051 110,011 1,925,932 2019 

％ 19 58 2 4 12 5 100 

3. カバーニャス市         

Q 60,258 224,460 10,700 17,200 0 3,100 315,718 2005 

％ 19 71 3 5 0 1 100 

Q 163,100 56,380 11,300 18,800 76,177 24,898 350,655 2009 

(計画目標年度) ％ 47 16 3 5 22 7 100 

Q 180,300 81,850 12,000 21,000 76,177 28,121 399,448 2014 

％ 45 20 3 5 19 8 100 

Q 199,400 109,430 12,800 23,500 76,177 31,565 452,872 2019 

％ 44 24 3 5 17 7 100 

(注 1) その他は、施設の改修・拡張のための予備費、通信運搬、事務用品、会議費等 

(注 2) 表中 2005 年の合計額は、既存施設の適正な運転・維持管理に対して本来必要となる費用を推計したものであるため、表 2.1.4

の支出実績とは整合しない。 
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表 3.5.6 運転・維持管理費算定表 （単位：Q） 

浄水生産量 有収水量

2005 1,925,273 1,540,000 458,723 34,410 315,441 68,800 23,000 900,374
2006 1,994,652 1,595,000 467,898 34,410 326,636 71,300 23,400 923,644
2007 2,064,031 1,652,000 477,256 34,410 337,832 73,800 23,900 947,197
2008 2,136,564 1,709,000 486,801 41,970 349,519 76,300 24,400 978,990
2009 2,210,674 1,769,000 496,600 41,970 361,470 79,000 133,066 56,850 24,900 1,193,857
2010 2,286,360 1,829,000 506,600 41,970 373,649 81,800 133,066 58,124 25,400 1,220,610
2011 2,368,353 1,895,000 516,800 179,690 386,912 84,700 133,066 66,353 25,900 1,393,422
2012 2,450,347 1,961,000 527,200 217,630 400,111 87,600 133,066 69,600 26,400 1,461,608
2013 2,535,495 2,028,000 537,800 255,740 413,866 90,700 133,066 72,904 26,900 1,530,976
2014 2,625,372 2,100,000 548,600 296,960 428,377 93,900 133,066 76,420 27,500 1,604,824
2015 2,716,826 2,174,000 559,600 338,020 443,052 97,200 133,066 79,947 28,000 1,678,885
2016 2,813,011 2,250,000 570,800 398,310 458,647 100,600 133,066 84,501 28,600 1,774,524
2017 2,911,380 2,329,000 582,300 479,300 474,532 104,100 133,066 90,125 29,200 1,892,623
2018 3,011,688 2,409,000 594,000 563,060 490,656 107,700 133,066 95,909 29,700 2,014,092
2019 3,103,142 2,482,000 605,900 650,270 504,511 111,500 133,066 101,777 30,300 2,137,325

浄水生産量 有収水量

2005 1,442,772 1,154,000 178,750 512,010 19,400 54,500 9,000 773,660
2006 1,466,424 1,173,000 182,325 512,010 19,600 56,300 9,200 779,435
2007 1,490,076 1,192,000 185,971 512,010 19,900 58,200 9,300 785,381
2008 1,737,634 1,390,000 293,158 664,280 22,300 60,100 14,700 1,054,538
2009 1,795,975 1,436,000 299,100 737,010 22,900 62,100 227,051 68,158 15,000 1,431,319
2010 1,855,894 1,485,000 305,100 759,190 23,500 64,200 227,051 69,717 15,300 1,464,058
2011 1,915,812 1,532,000 311,300 782,020 24,100 66,300 227,051 71,319 15,600 1,497,689
2012 1,978,884 1,583,000 317,600 805,670 24,700 68,500 227,051 72,971 15,900 1,532,392
2013 2,043,533 1,635,000 324,000 829,160 25,400 70,800 227,051 74,631 16,200 1,567,241
2014 2,112,912 1,690,000 330,500 854,940 26,100 73,100 227,051 76,415 16,600 1,604,705
2015 2,182,291 1,745,000 337,200 880,730 26,800 75,500 227,051 78,209 16,900 1,642,390
2016 2,254,307 1,804,000 344,000 907,180 27,500 78,000 227,051 80,047 17,200 1,680,977
2017 2,328,699 1,863,000 350,900 998,310 28,200 80,600 227,051 85,133 17,600 1,787,794
2018 2,405,546 1,925,000 358,000 1,051,860 29,000 83,300 227,051 88,356 17,900 1,855,466
2019 2,483,821 1,987,000 365,200 1,107,870 29,800 86,000 227,051 91,711 18,300 1,925,932

浄水生産量 有収水量

2005 575,532 460,000 60,258 224,460 10,700 17,200 3,100 315,718
2006 589,723 471,000 61,463 226,590 10,800 17,600 3,100 319,553
2007 602,337 481,000 62,692 228,730 11,000 18,000 3,200 323,622
2008 616,528 494,000 159,866 52,110 11,100 18,400 8,000 249,476
2009 630,720 505,000 163,100 56,380 11,300 18,800 76,177 16,698 8,200 350,655
2010 644,911 516,000 166,400 60,980 11,400 19,200 76,177 17,128 8,400 359,685
2011 659,102 528,000 169,800 65,750 11,500 19,700 76,177 17,571 8,500 368,998
2012 673,293 539,000 173,200 70,830 11,700 20,100 76,177 18,035 8,700 378,742
2013 689,061 551,000 176,700 76,420 11,800 20,600 76,177 18,530 8,900 389,127
2014 704,829 564,000 180,300 81,850 12,000 21,000 76,177 19,021 9,100 399,448
2015 720,597 576,000 184,000 86,930 12,200 21,500 76,177 19,500 9,200 409,507
2016 736,811 589,000 187,700 92,520 12,300 22,000 76,177 20,005 9,400 420,102
2017 753,389 602,000 191,500 98,430 12,500 22,500 76,177 20,535 9,600 431,242
2018 770,341 616,000 195,400 104,020 12,700 23,000 76,177 21,055 9,800 442,152
2019 787,673 630,000 199,400 109,430 12,800 23,500 76,177 21,565 10,000 452,872

サナラテ市

サラマ市

カバーニャス市

給水量（m3
）

年度 人件費

年度
給水量（m3

）
人件費

年度
給水量（m3

）
人件費

動力費

動力費

動力費

薬品費 修繕費 減価償却費 予備費

薬品費 修繕費 減価償却費

予備費

予備費

薬品費 修繕費 減価償却費 その他 合計

その他 合計

その他 合計
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（2） 水道料金の算定 

水道事業の運営・維持管理費は水道受益者である住民から徴収する水道料金で賄うことが基本である。

前述の運営・維持管理費を賄うために、水道料金をいくらにすべきかについて試算を行う。 

① 収益算定に当たり単年度収支でバランスする水道料金を設定する。 

② 料金算定の根拠となる単価（住民支払い意向額、平均所得、公共料金支払い額等）は本基本設計調

査におけるヒアリング調査結果を適用する。 

③ 給水契約数、給水需要量、有収率、その他水需要量は「3-2-1-2 給水需要予測及び給水計画」で設

定した数値を使用する。 

④ 年間給水量はサラマ市、カバーニャス市の場合は計画対象浄水場の浄水生産量と市内の井戸による

揚水量の合計で、雨期給水需要（日平均需要量 5～10 月）と乾期給水需要（日最大需要量 11～4 月）

の合計値とする。この給水量に対して規定の塩素注入を行う。但し、サラマ市については、2007 年まで

は新規井戸建設は無いものとし、この場合は乾期の給水量は需要量に満たない。サナラテ市では井

戸の使用が無く、全給水量は浄水場による生産量であり、この量に対して凝集剤と塩素の注入を行う。 

⑤ 水道料金収入に対する有収水量は給水量に有収率を乗じて算出し、費用の合計を有収量で除して

1m3 当たりの給水原価とする。 

⑥ 超過料金単価は、給水原価より若干高めに設定する。収入は有収水量に超過率（有収水量のうち超

過量の占める割合）と超過料単価を乗じて算出し、率は表 3.2.5 のサナラテ市における料金徴収実績

データより基本料金に対する超過料金収入が約 25％であることよりこれを目安に試算する。 

⑦ 基本料金単価は費用の合計から超過料金収入を減じたものを契約数で除して求める。 

⑧ 水道料金の値上げは施設完成の翌年である計画目標年度の 2009 年より実施する。 

 

水道料金の試算結果を表 3.5.9(1)に示す。また、試算結果を各市の現行(改定予定)水道料金及びアンケ

ート調査結果による住民の支払い意思料金と対比させた結果は表3.5.7のとおりである。表3.5.9(2)の試算に

よると、サナラテ市においては 2014 年までは基本料金 Q15、超過料金 Q0.8 で採算が取れる結果となってい

る。しかし、現行基本料金は Q18.0、超過料金は Q0.5 となっており、基本料金はこの現行料金を継続適用す

ることが望ましい。サラマ市、カバーニャス市においては現行基本料金が低すぎるため、大幅な増額が必要

とされる。 

なお、サナラテ市及びカバーニャス市では、既に料金改定の実施が確定しており、基本設計において提

案する改定案と比較して問題ないレベルにある。サラマ市においては、現状の基本料金からの改定幅が大

きいため、目標年度に向かった段階的な値上げとせざるを得ない。しかし、下記の住民支払い能力の分析

結果から水道料金の改定は十分可能である。 
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表 3.5.7 水道料金試算結果                         (単位:Q) 

サナラテ市 サラマ市 カバーニャス市 

料金案 基本料金 

30m3/月 

超過料金

１m3 毎 

基本料金 

30m3/月 

超過料金

１m3 毎 

基本料金 

30m3/月 

超過料金

１m3 毎 

現行 18.0 0.5 6.0 1.5 5.0 0.0 

改定案 1 18.0 0.8 21.0 1.0 15.0 0.8 

改定案 2 - － － － 12.0 0.8 

改定案 3 - － － － 15.0 0.0 

市が計画した改定料金 18.0 1.0 12～15 1.0 15.0 1.0 

改定実施時期 2006 年 1 月 同左 2006 年度中 同左 2006 年 4 月 同左 

給水原価(2009 年度) （Q/m3） 0.675 0.997 0.694 

支払い可能額 (Q/月) 25.3 22.7 10.0 

現行支払い額 (Q/月) 19.4 17.8 5.0 

(注) カバーニャス市改定案 2 及び改定案 3：減価償却費を見込まない場合 

 

（3） 住民の支払い能力 

提案の改定水道料金は、住民の支払い能力範囲内であることが望ましい。世界銀行は水道料金として一

世帯当たり収入の 3～5％が経験的に支払い可能としている。試算による改定水道料金及び公共料金支出

額合計の家計収入に対する割合は表 3.5.8 に示したとおりである。改定水道料金の収入に対する割合は、

サナラテ市 0.9％、サラマ市 1.4％､カバーニャス市 3.2％であるが、これによると本試算による水道料金の支

払いは 3 市ともに支払い可能な範囲内である。 

表 3.5.8 試算水道料金の評価 
公共料金(Q/月) 水道料金実態(Q/月) 

市名 
電気 ゴミ回収 ガス 

改定基本料

金(30m3)

公共料金

合計

水道料金

/合計

(％) 

現支払

平均

支払意思  

額平均 

平均所得 

(Q/月) 

公共料金

/平均所得

(％) 

水道料金

/平均所得

(％) 

サナラテ市 131 25 75 18 249 7.2 19.4 25.3 1,952 12.7 0.9 

サラマ市 127 16 76 21 240 8.8 17.8 22.7 1,550 15.5 1.4 

カバーニャス市 93 9 66 15 183 8.2 5.0 10.0 473 38.6 3.2 

注：新規水道料金以外のデータは､本基本設計調査において実施した社会情況調査による 

 

アンケート調査による回答によると住民の示す月当たり支払い意思額は平均してサナラテ市 Q25.3、サラマ

市 Q22.7、カバーニャス市 Q10.0 である。サナラテ市、サラマ市供に改定の基本料金は支払い意思額以内で

あり、料金改定につき何ら問題はないと考えられる。カバーニャス市は改定基本料金 Q15 が支払い意思額の

Q10 を超過しているが、市側では新料金体制によって Q15 を採用する計画を作成し、すでに住民との話し合

いによる調整を進めている。試算によると減価償却費を経費として考慮する場合は、基本料金 Q15/30m3 の他

に超過料金の Q0.8/m3 が必要となるが、超過料金を設定しない場合は基本料金を Q15 とするためには、減価

償却費を運転管理経費に見込むことはできない。この場合、将来の改修時には特別に予算を確保する必要

が生じる。 
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表 3.5.9 (1)　水道料金算出表

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 4,586 1,540,000 550,523 349,851 900,374 0.585 17.5 18.0 0.5 16 154,000 1,293,600 990,576.0 246,400 123,200 1,267,776 141% 25%
2006年 4,747 1,595,000 562,598 361,046 923,644 0.579 17.4 18.0 0.5 16 161,000 1,339,800 1,025,352.0 255,200 127,600 1,313,952 142% 25%
2007年 4,914 1,652,000 574,956 372,242 947,197 0.573 17.2 18.0 0.5 16 167,000 1,387,680 1,061,424.0 264,320 132,160 1,360,584 144% 25%
2008年 5,086 1,709,000 587,501 391,489 978,990 0.573 17.2 18.0 0.5 16 172,000 1,435,560 1,098,576.0 273,440 136,720 1,407,296 144% 25%
2009年 5,265 1,769,000 790,417 403,440 1,193,857 0.675 20.2 18.0 0.8 16 179,000 1,485,960 1,137,240.0 283,040 226,432 1,542,672 129% 25%
2010年 5,450 1,829,000 804,991 415,619 1,220,610 0.667 20.0 18.0 0.8 16 185,000 1,536,360 1,177,200.0 292,640 234,112 1,596,312 131% 25%
2011年 5,641 1,895,000 826,820 566,602 1,393,422 0.735 22.1 18.0 0.8 16 191,000 1,591,800 1,218,456.0 303,200 242,560 1,652,016 119% 25%
2012年 5,839 1,961,000 843,867 617,741 1,461,608 0.745 22.4 18.0 0.8 16 198,000 1,647,240 1,261,224.0 313,760 251,008 1,710,232 117% 25%
2013年 6,044 2,028,000 861,370 669,606 1,530,976 0.755 22.6 18.0 0.8 16 205,000 1,703,520 1,305,504.0 324,480 259,584 1,770,088 116% 25%
2014年 6,256 2,100,000 879,487 725,337 1,604,824 0.764 22.9 18.0 0.8 16 212,000 1,764,000 1,351,296.0 336,000 268,800 1,832,096 114% 25%
2015年 6,475 2,174,000 897,813 781,072 1,678,885 0.772 23.2 18.0 0.8 16 219,000 1,826,160 1,398,600.0 347,840 278,272 1,895,872 113% 25%
2016年 6,702 2,250,000 917,568 856,957 1,774,524 0.789 23.7 18.0 0.8 16 227,000 1,890,000 1,447,632.0 360,000 288,000 1,962,632 111% 25%
2017年 6,937 2,329,000 938,791 953,832 1,892,623 0.813 24.4 18.0 0.8 16 235,000 1,956,360 1,498,392.0 372,640 298,112 2,031,504 107% 25%
2018年 7,180 2,409,000 960,376 1,053,716 2,014,092 0.836 25.1 18.0 0.8 16 243,000 2,023,560 1,550,880.0 385,440 308,352 2,102,232 104% 25%
2019年 7,432 2,482,000 982,544 1,154,781 2,137,325 0.861 25.8 18.0 0.8 16 252,000 2,084,880 1,605,312.0 397,120 317,696 2,175,008 102% 25%

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 3,633 1,154,000 242,250 531,410 773,660 0.670 20.1 6.0 1.5 18 116,000 946,280 261,576.0 207,720 311,580 689,156 89% 79%
2006年 3,753 1,173,000 247,825 531,610 779,435 0.664 19.9 6.0 1.5 18 120,000 961,860 270,216.0 211,140 316,710 706,926 91% 78%
2007年 3,877 1,192,000 253,471 531,910 785,381 0.659 19.8 6.0 1.5 18 124,000 977,440 279,144.0 214,560 321,840 724,984 92% 77%
2008年 4,005 1,390,000 367,958 686,580 1,054,538 0.759 22.8 6.0 1.5 18 128,000 1,139,800 288,360.0 250,200 375,300 791,660 75% 87%
2009年 4,138 1,436,000 671,409 759,910 1,431,319 0.997 29.9 21.0 1.0 18 133,000 1,177,520 1,042,776.0 258,480 258,480 1,434,256 100% 25%
2010年 4,275 1,485,000 681,368 782,690 1,464,058 0.986 29.6 21.0 1.0 18 137,000 1,217,700 1,077,300.0 267,300 267,300 1,481,600 101% 25%
2011年 4,417 1,532,000 691,569 806,120 1,497,689 0.978 29.3 21.0 1.0 18 142,000 1,256,240 1,113,084.0 275,760 275,760 1,530,844 102% 25%
2012年 4,563 1,583,000 702,022 830,370 1,532,392 0.968 29.0 21.0 1.0 18 146,000 1,298,060 1,149,876.0 284,940 284,940 1,580,816 103% 25%
2013年 4,714 1,635,000 712,681 854,560 1,567,241 0.959 28.8 21.0 1.0 18 151,000 1,340,700 1,187,928.0 294,300 294,300 1,633,228 104% 25%
2014年 4,870 1,690,000 723,665 881,040 1,604,705 0.950 28.5 21.0 1.0 18 156,000 1,385,800 1,227,240.0 304,200 304,200 1,687,440 105% 25%
2015年 5,031 1,745,000 734,860 907,530 1,642,390 0.941 28.2 21.0 1.0 18 161,000 1,430,900 1,267,812.0 314,100 314,100 1,742,912 106% 25%
2016年 5,198 1,804,000 746,297 934,680 1,680,977 0.932 28.0 21.0 1.0 18 167,000 1,479,280 1,309,896.0 324,720 324,720 1,801,616 107% 25%
2017年 5,370 1,863,000 761,284 1,026,510 1,787,794 0.960 28.8 21.0 1.0 18 172,000 1,527,660 1,353,240.0 335,340 335,340 1,860,580 104% 25%
2018年 5,548 1,925,000 774,606 1,080,860 1,855,466 0.964 28.9 21.0 1.0 18 178,000 1,578,500 1,398,096.0 346,500 346,500 1,922,596 104% 25%
2019年 5,732 1,987,000 788,262 1,137,670 1,925,932 0.969 29.1 21.0 1.0 18 184,000 1,629,340 1,444,464.0 357,660 357,660 1,986,124 103% 25%

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 1,427 460,000 80,558 235,160 315,718 0.686 20.6 5.0 0.0 14 33,000 395,600 85,620.0 64,400 0 118,620 38% 75%
2006年 1,460 471,000 82,163 237,390 319,553 0.678 20.4 5.0 0.0 14 33,000 405,060 87,600.0 65,940 0 120,600 38% 75%
2007年 1,493 481,000 83,892 239,730 323,622 0.673 20.2 5.0 0.0 14 33,000 413,660 89,580.0 67,340 0 122,580 38% 75%
2008年 1,527 494,000 186,266 63,210 249,476 0.505 15.2 5.0 0.0 14 34,000 424,840 91,620.0 69,160 0 125,620 50% 75%
2009年 1,562 505,000 282,975 67,680 350,655 0.694 20.8 15.0 0.8 14 35,000 434,300 281,160.0 70,700 56,560 372,720 106% 25%
2010年 1,598 516,000 287,305 72,380 359,685 0.697 20.9 15.0 0.8 14 36,000 443,760 287,640.0 72,240 57,792 381,432 106% 25%
2011年 1,634 528,000 291,748 77,250 368,998 0.699 21.0 15.0 0.8 14 36,000 454,080 294,120.0 73,920 59,136 389,256 105% 25%
2012年 1,671 539,000 296,212 82,530 378,742 0.703 21.1 15.0 0.8 14 37,000 463,540 300,780.0 75,460 60,368 398,148 105% 25%
2013年 1,709 551,000 300,907 88,220 389,127 0.706 21.2 15.0 0.8 14 38,000 473,860 307,620.0 77,140 61,712 407,332 105% 25%
2014年 1,748 564,000 305,598 93,850 399,448 0.708 21.2 15.0 0.8 14 39,000 485,040 314,640.0 78,960 63,168 416,808 104% 25%
2015年 1,788 576,000 310,377 99,130 409,507 0.711 21.3 15.0 0.8 14 40,000 495,360 321,840.0 80,640 64,512 426,352 104% 25%
2016年 1,829 589,000 315,282 104,820 420,102 0.713 21.4 15.0 0.8 14 41,000 506,540 329,220.0 82,460 65,968 436,188 104% 25%
2017年 1,871 602,000 320,312 110,930 431,242 0.716 21.5 15.0 0.8 14 42,000 517,720 336,780.0 84,280 67,424 446,204 103% 25%
2018年 1,914 616,000 325,432 116,720 442,152 0.718 21.5 15.0 0.8 14 43,000 529,760 344,520.0 86,240 68,992 456,512 103% 25%
2019年 1,958 630,000 330,642 122,230 452,872 0.719 21.6 15.0 0.8 14 44,000 541,800 352,440.0 88,200 70,560 467,000 103% 25%

超過/基本

収入/経費 超過/基本

年度
接続数 有収水量

運転･維持管理費用 給水原価 単位水道料金 収入
収入/経費

運転･維持管理費用 給水原価 単位水道料金 収入

接続数 有収水量

年度
接続数 有収水量

　サナラテ市

　サラマ市

　カバーニャス市

収入/経費 超過/基本
運転･維持管理費用 給水原価 単位水道料金 収入

年度

3
-
7
4



表 3.5.9 (2)　水道料金算出表

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 4,586 1,540,000 550,523 349,851 900,374 0.585 17.5 18.0 0.5 16 154,000 1,293,600 990,576.0 246,400 123,200 1,267,776 141% 25%
2006年 4,747 1,595,000 562,598 361,046 923,644 0.579 17.4 18.0 0.5 16 161,000 1,339,800 1,025,352.0 255,200 127,600 1,313,952 142% 25%
2007年 4,914 1,652,000 574,956 372,242 947,197 0.573 17.2 18.0 0.5 16 167,000 1,387,680 1,061,424.0 264,320 132,160 1,360,584 144% 25%
2008年 5,086 1,709,000 587,501 391,489 978,990 0.573 17.2 18.0 0.5 16 172,000 1,435,560 1,098,576.0 273,440 136,720 1,407,296 144% 25%
2009年 5,265 1,769,000 790,417 403,440 1,193,857 0.675 20.2 12.5 0.8 16 179,000 1,485,960 788,424.7 283,040 226,432 1,193,857 100% 36%
2010年 5,450 1,829,000 804,991 415,619 1,220,610 0.667 20.0 12.3 0.8 16 185,000 1,536,360 801,497.7 292,640 234,112 1,220,610 100% 37%
2011年 5,641 1,895,000 826,820 566,602 1,393,422 0.735 22.1 14.2 0.8 16 191,000 1,591,800 959,861.7 303,200 242,560 1,393,422 100% 32%
2012年 5,839 1,961,000 843,867 617,741 1,461,608 0.745 22.4 14.5 0.8 16 198,000 1,647,240 1,012,599.8 313,760 251,008 1,461,608 100% 31%
2013年 6,044 2,028,000 861,370 669,606 1,530,976 0.755 22.6 14.7 0.8 16 205,000 1,703,520 1,066,392.2 324,480 259,584 1,530,976 100% 30%
2014年 6,256 2,100,000 879,487 725,337 1,604,824 0.764 22.9 15.0 0.8 16 212,000 1,764,000 1,124,023.6 336,000 268,800 1,604,824 100% 30%
2015年 6,475 2,174,000 897,813 781,072 1,678,885 0.772 23.2 15.2 0.8 16 219,000 1,826,160 1,181,613.2 347,840 278,272 1,678,885 100% 29%
2016年 6,702 2,250,000 917,568 856,957 1,774,524 0.789 23.7 15.7 0.8 16 227,000 1,890,000 1,259,524.3 360,000 288,000 1,774,524 100% 29%
2017年 6,937 2,329,000 938,791 953,832 1,892,623 0.813 24.4 16.3 0.8 16 235,000 1,956,360 1,359,511.2 372,640 298,112 1,892,623 100% 27%
2018年 7,180 2,409,000 960,376 1,053,716 2,014,092 0.836 25.1 17.0 0.8 16 243,000 2,023,560 1,462,739.9 385,440 308,352 2,014,092 100% 26%
2019年 7,432 2,482,000 982,544 1,154,781 2,137,325 0.861 25.8 17.6 0.8 16 252,000 2,084,880 1,567,629.2 397,120 317,696 2,137,325 100% 25%

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 3,633 1,154,000 242,250 531,410 773,660 0.670 20.1 6.0 1.5 18 116,000 946,280 261,576.0 207,720 311,580 689,156 89% 79%
2006年 3,753 1,173,000 247,825 531,610 779,435 0.664 19.9 6.0 1.5 18 120,000 961,860 270,216.0 211,140 316,710 706,926 91% 78%
2007年 3,877 1,192,000 253,471 531,910 785,381 0.659 19.8 6.0 1.5 18 124,000 977,440 279,144.0 214,560 321,840 724,984 92% 77%
2008年 4,005 1,390,000 367,958 686,580 1,054,538 0.759 22.8 6.0 1.5 18 128,000 1,139,800 288,360.0 250,200 375,300 791,660 75% 87%
2009年 4,138 1,436,000 671,409 759,910 1,431,319 0.997 29.9 20.9 1.0 18 133,000 1,177,520 1,039,838.6 258,480 258,480 1,431,319 100% 25%
2010年 4,275 1,485,000 681,368 782,690 1,464,058 0.986 29.6 20.7 1.0 18 137,000 1,217,700 1,059,757.6 267,300 267,300 1,464,058 100% 25%
2011年 4,417 1,532,000 691,569 806,120 1,497,689 0.978 29.3 20.4 1.0 18 142,000 1,256,240 1,079,929.1 275,760 275,760 1,497,689 100% 26%
2012年 4,563 1,583,000 702,022 830,370 1,532,392 0.968 29.0 20.1 1.0 18 146,000 1,298,060 1,101,451.6 284,940 284,940 1,532,392 100% 26%
2013年 4,714 1,635,000 712,681 854,560 1,567,241 0.959 28.8 19.8 1.0 18 151,000 1,340,700 1,121,941.1 294,300 294,300 1,567,241 100% 26%
2014年 4,870 1,690,000 723,665 881,040 1,604,705 0.950 28.5 19.6 1.0 18 156,000 1,385,800 1,144,505.1 304,200 304,200 1,604,705 100% 27%
2015年 5,031 1,745,000 734,860 907,530 1,642,390 0.941 28.2 19.3 1.0 18 161,000 1,430,900 1,167,289.6 314,100 314,100 1,642,390 100% 27%
2016年 5,198 1,804,000 746,297 934,680 1,680,977 0.932 28.0 19.1 1.0 18 167,000 1,479,280 1,189,257.1 324,720 324,720 1,680,977 100% 27%
2017年 5,370 1,863,000 761,284 1,026,510 1,787,794 0.960 28.8 19.9 1.0 18 172,000 1,527,660 1,280,453.6 335,340 335,340 1,787,794 100% 26%
2018年 5,548 1,925,000 774,606 1,080,860 1,855,466 0.964 28.9 20.0 1.0 18 178,000 1,578,500 1,330,966.1 346,500 346,500 1,855,466 100% 26%
2019年 5,732 1,987,000 788,262 1,137,670 1,925,932 0.969 29.1 20.1 1.0 18 184,000 1,629,340 1,384,271.6 357,660 357,660 1,925,932 100% 26%

固定費 変動費 計 m
3
当り 月当り 基本料金 超過料金 超過率 接続契約金 基本量 基本料金収入 超過量 超過料金収入 収入合計

(件） (m
3
/年） （Q/年） （Q/年） （Q/年） （Q/m

3
） （Q/30m

3
） (Q/30m

3
/月） （Q/m

3
） (%) （Q） (m

3
/年） （Q/年） (m

3
/年） （Q/年） （Q/年） (%) (%)

2005年 1,427 460,000 80,558 235,160 315,718 0.686 20.6 5.0 0.0 13 33,000 400,200 85,620.0 59,800 0 118,620 38% 70%
2006年 1,460 471,000 82,163 237,390 319,553 0.678 20.4 5.0 0.0 13 33,000 409,770 87,600.0 61,230 0 120,600 38% 70%
2007年 1,493 481,000 83,892 239,730 323,622 0.673 20.2 5.0 0.0 13 33,000 418,470 89,580.0 62,530 0 122,580 38% 70%
2008年 1,527 494,000 186,266 63,210 249,476 0.505 15.2 5.0 0.0 13 34,000 429,780 91,620.0 64,220 0 125,620 50% 70%
2009年 1,562 505,000 282,975 67,680 350,655 0.694 20.8 14.0 0.8 13 35,000 439,350 263,134.6 65,650 52,520 350,655 100% 25%
2010年 1,598 516,000 287,305 72,380 359,685 0.697 20.9 14.1 0.8 13 36,000 448,920 270,020.6 67,080 53,664 359,685 100% 25%
2011年 1,634 528,000 291,748 77,250 368,998 0.699 21.0 14.2 0.8 13 36,000 459,360 278,086.1 68,640 54,912 368,998 100% 25%
2012年 1,671 539,000 296,212 82,530 378,742 0.703 21.1 14.2 0.8 13 37,000 468,930 285,686.1 70,070 56,056 378,742 100% 25%
2013年 1,709 551,000 300,907 88,220 389,127 0.706 21.2 14.3 0.8 13 38,000 479,370 293,822.6 71,630 57,304 389,127 100% 24%
2014年 1,748 564,000 305,598 93,850 399,448 0.708 21.2 14.4 0.8 13 39,000 490,680 301,792.1 73,320 58,656 399,448 100% 24%
2015年 1,788 576,000 310,377 99,130 409,507 0.711 21.3 14.4 0.8 13 40,000 501,120 309,603.1 74,880 59,904 409,507 100% 24%
2016年 1,829 589,000 315,282 104,820 420,102 0.713 21.4 14.5 0.8 13 41,000 512,430 317,845.6 76,570 61,256 420,102 100% 24%
2017年 1,871 602,000 320,312 110,930 431,242 0.716 21.5 14.5 0.8 13 42,000 523,740 326,634.1 78,260 62,608 431,242 100% 24%
2018年 1,914 616,000 325,432 116,720 442,152 0.718 21.5 14.6 0.8 13 43,000 535,920 335,087.6 80,080 64,064 442,152 100% 24%
2019年 1,958 630,000 330,642 122,230 452,872 0.719 21.6 14.6 0.8 13 44,000 548,100 343,352.1 81,900 65,520 452,872 100% 24%

超過/基本

　サナラテ市

　サラマ市

　カバーニャス市

給水原価 単位水道料金 収入
収入/経費

年度
接続数 有収水量

運転･維持管理費用

超過/基本

年度
接続数 有収水量

運転･維持管理費用 給水原価 単位水道料金 収入
収入/経費 超過/基本

給水原価 単位水道料金 収入
収入/経費

年度
接続数 有収水量

運転･維持管理費用
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表 3.5.10 (1)　動力費算出表　

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
浄水場-洗浄用揚水ポンプ

浄水場-硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞ注入器

浄水場-硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞﾐｷｻｰ

浄水場-場内照明

旧導水路第１送水ﾎﾟﾝﾌﾟ BTDf 51,210 0 0 0 0 0 0 11,500 28,580 45,830 64,390 82,950 110,220 146,690 184,460 223,880

旧導水路第2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ BTDf 61,040 0 0 0 0 0 0 13,970 34,830 55,690 78,350 100,850 133,870 178,390 224,380 272,170

34,410 34,410 34,410 41,970 41,970 41,970 179,690 217,630 255,740 296,960 338,020 398,310 479,300 563,060 650,270

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ

浄水場-場内照明

井戸-ｶﾁﾙ

井戸-ﾋﾞﾙﾍﾝ BTDf 51,210 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ-BP1 BTS 390 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660 53,660

井戸-新規No.1 BTDf 51,210 0 0 0 151,610 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650 171,650

井戸-新規No.2 BTDf 51,210 0 0 0 0 1,480 23,660 46,490 70,140 93,630 119,410 145,200 171,650 171,650 171,650 171,650

井戸-新規No.3 BTDf 51,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,110 55,850 85,090

512,010 512,010 512,010 664,280 737,010 759,190 782,020 805,670 829,160 854,940 880,730 907,180 998,310 1,051,860 1,107,870

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ

浄水場-場内照明

井戸-ｱﾏﾃ BTDf 32,770 191,690 193,820 195,960 17,910 22,180 26,780 31,550 36,630 42,220 47,650 52,730 58,320 64,230 69,820 75,230

224,460 226,590 228,730 52,110 56,380 60,980 65,750 70,830 76,420 81,850 86,930 92,520 98,430 104,020 109,430

基本料金 BTS（一般家庭） 32.3 Q/月 一律 IVA、検針料込み
BTDf（商用） 478 Q/月 一律 IVA、検針料込み

表示kwに応じた基本 BTDf（商用） 102.4 Q/ｋW/月 IVA込み
電力量料金 BTS（一般家庭） 1.4 Q/ｋWh IVA込み
使用電力量に応じた部分 BTDf（商用） 0.9 Q/ｋWh IVA込み

1,040

139,780139,780

1,040 1,040 1,040

139,780 139,780

1,040

BTDf 44,770 139,120

20,380

139,780 152,590

20,38020,380BTDf

基本料金
（Q/年）

接続
ﾀｲﾌﾟ

電力量料金（Q/年）

20,38021,590 20,380 20,380

139,780

12,820 12,820 12,820

サイト名

20,380 20,380

施設名

20,38020,380

139,780

20,380

177,400 204,170

20,380

139,780 139,780

カバーニャス市

サナラテ市

サラマ市

0

139,120 139,120

0 0

合計　（基本料金＋電力量料金）

合計　（基本料金＋電力量料金）

合計　（基本料金＋電力量料金）

390 1,040 1,0401,040 1,0401,0401,040 1,040BTS
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表 3.5.10 (2)　動力費算出表 使用電力量料金（kWh/日）

雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期

浄水場-洗浄用揚水ポンプ 通期 2 5.5 11.00 85 12.94 3 39

浄水場-硫酸アルミ注入器 通期 2 0.13 0.26 85 0.31 24 8

浄水場-硫酸アルミﾐｷｻｰ 通期 2 0.19 0.38 85 0.45 24 11

浄水場-場内照明 通期 16 0.08 1.28 85 1.51 2 4

合計 12.92 15.21 62

旧導水路第１送水ﾎﾟﾝﾌﾟ（５０HP) 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 174

旧導水路第2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ（６０HP) 乾期 1 45 45 85 52.95 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 212

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 通期 4 0.4 1.60 85 1.89 0.4 1

浄水場-場内照明 通期 2 0.08 0.16 85 0.19 2 1

井戸-ｶﾁﾙ 通期 1 30 30 85 35.3 別途 ⇒ 0 847 0 847 0 847 0 847 0 847 0 847 0 847 0 847

合計 31.76 37.38 ⇒ 0 847 0 847 0 847 2 849 2 849 2 849 2 849 2 849

井戸-B・H・ﾗ・ﾋﾞﾙﾍﾝ 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ-BP1 通期 1 3.7 3.7 85 4.36 24 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

井戸-新規No.1 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 923 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045

井戸-新規No.2 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 144 0 283 0 427

井戸-新規No.3 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 通期 2 0.4 0.80 85 0.95 0.4 1

浄水場-場内照明 通期 2 0.08 0.16 85 0.19 2 1

合計 0.96 1.14 2

雨期 1 22 22 85 25.89 別途 ⇒

乾期 1 22 22 85 25.89 別途 ⇒

雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期 雨期 乾期

浄水場-洗浄用揚水ポンプ 通期 2 5.5 11.00 85 12.94 3 39

浄水場-硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞ注入器 通期 2 0.13 0.26 85 0.31 24 8

浄水場-硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞﾐｷｻｰ 通期 2 0.19 0.38 85 0.45 24 11

浄水場-場内照明 通期 16 0.08 1.28 85 1.51 2 4

合計 12.92 15.21 62

旧導水路第１送水ﾎﾟﾝﾌﾟ（５０HP) 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 279 0 392 0 505 44 627 144 749 248 875 357 1,006

旧導水路第2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ（６０HP) 乾期 1 45 45 85 52.95 別途 ⇒ 0 339 0 477 0 614 53 762 175 911 302 1,064 434 1,223

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 通期 4 0.4 1.60 85 1.89 0.4 1

浄水場-場内照明 通期 2 0.08 0.16 85 0.19 2 1

井戸-ｶﾁﾙ 通期 1 30 30 85 35.3 別途 ⇒ 0 847 0 847 0 847 0 847 78 847 229 847 392 847

合計 31.76 37.38 ⇒ 2 849 2 849 2 849 2 849 80 849 231 849 394 849

井戸-B・H・ﾗ・ﾋﾞﾙﾍﾝ 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ-BP1 通期 1 3.7 3.7 85 4.36 24 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

井戸-新規No.1 乾期 1 37 37 85 43.53 別途 ⇒ 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045

井戸-新規No.2 乾期 1 37 37 86 43.53 別途 ⇒ 0 570 0 727 0 884 0 1,045 0 1,045 0 1,045 0 1,045

井戸-新規No.3 乾期 1 37 37 87 43.53 別途 ⇒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 340 0 518

浄水場-ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 通期 2 0.4 0.80 85 0.95 0.4 1

浄水場-場内照明 通期 2 0.08 0.16 85 0.19 2 1

合計 0.96 1.14 2

雨期 1 22 22 85 25.89 別途 ⇒

乾期 1 22 22 85 25.89 別途 ⇒

稼働時間
（h/日）

使用電力
量 (kWh/

日）

カバーニャス市

井戸-ｱﾏﾃ

出力
（kW）

設置出
力

（kW）

総合効
率

（％）

消費電力
（ｋW）

サイト名 施設名 期
運転
台数
（台）

109 246

2

2016年

2

78 21265 124 267

2 2 2 2

109

2 2

62

8 127

62 62

2017年

62 62 62 62

2 2

62 62

2 2

2

6262

2

62 62

2 2 2 2 2 2

62

2011年 2012年

6262 62

2015年2013年 2014年

62

2

2009年 2010年

2 2 2 2 2 2

62

2

サイト名 施設名 期
運転台

数
（台）

出力
（kW）

設置出
力

（kW）

総合効
率

（％）

消費電力
（ｋW）

稼働時間
（h/日）

使用電力
量 (kWh/

日）

2

2008年

2

2 2

2007年

0

62

井戸-ｱﾏﾃ

62

0

39 39

0 0

0

572 621

2 2 2

2 2 2 2

47 176158

192

21 142 34

93 228

22

2018年

62

2

2 2

140 285

2019年

62 62

2 2

2 2

155 303

2006年

39 39

0 0

0 0

559 621

2005年

39 39

0 0

0 0

546 621

サナラテ市

サラマ市

サナラテ市

サラマ市

カバーニャス市3
-
7
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表3.5.11　水源別使用量およびポンプ運転時間

水源別 サナラテ市（水源名） 期 単位 流量（L/s） 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

雨期 L/s 55.5 57.5 59.5 61.6 63.7 65.9 68.3 70.6 73.1 75.7 78.3 81.1 83.9 86.8 89.9
乾期 L/s 66.6 69.0 71.4 73.9 76.5 79.1 81.9 84.8 87.7 90.8 94.0 97.3 100.7 104.2 107.9

浄水場最大運転可能量 通期 L/s 99.6
雨期 L/s 70/80 70.0 70.0 70.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
乾期 L/s 70/80 70.0 70.0 70.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
雨期 L/s 55.5 57.5 59.5 61.6 63.7 65.9 68.3 70.6 73.1 75.7 78.3 80.0 80.0 80.0 80.0
乾期 L/s 66.6 69.0 70.0 73.9 76.5 79.1 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
雨期 L/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.9 6.8 9.9
乾期 L/s 0 0 0 0 0 0 1.9 4.8 7.7 10.8 14.0 17.3 20.7 24.2 27.9
雨期 h/日 29.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.3 5.7 8.2
乾期 h/日 29.0 0 0 0 0 0 0 1.6 4.0 6.4 9.0 11.6 14.4 17.2 20.1 23.1

水源別 サラマ市（水源名） 期 単位 流量（L/s） 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

雨期 L/s 45.5 47.0 48.5 50.1 51.8 53.5 55.2 57.0 58.9 60.9 62.9 65.0 67.1 69.3 71.6
乾期 L/s 54.5 56.3 58.2 60.1 62.1 64.2 66.3 68.5 70.7 73.1 75.5 78.0 80.6 83.2 85.9

浄水場最大運転可能量 通期 73.2
雨期 L/s 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
乾期 L/s 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
雨期 L/s 45.5 47.0 48.5 50.1 51.8 53.5 55.2 57.0 58.9 60.9 62.9 65.0 66.0 66.0 66.0
乾期 L/s 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
雨期 L/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.3 5.6
乾期 L/s 29.5 31.3 33.2 35.1 37.1 39.2 41.3 43.5 45.7 48.1 50.5 53.0 55.6 58.2 60.9
雨期 h/日 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 6.5 11.1
乾期 h/日 12.1 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0

水源③（追加水源） 　井戸-ﾋﾞﾙﾍﾝ運転時間 乾期 h/日 8.9 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
水源④（追加水源） 　井戸-新規No.1運転時間 乾期 h/日 16.0 0.0 0.0 0.0 21.2 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
水源⑤（追加水源） 　井戸-新規No.2運転時間 乾期 h/日 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.3 6.5 9.8 13.1 16.7 20.3 24.0 24.0 24.0 24.0
水源⑥（追加水源） 　井戸-新規No.3運転時間 乾期 h/日 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 7.8 11.9

*2007年までは市内の井戸の追加は無く給水量に不足が生じる

水源別 カバーニャス市（水源名） 期 単位 流量（L/s） 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

雨期 L/s 16.6 17.0 17.4 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.9 20.3 20.8 21.3 21.7 22.2 22.7
乾期 L/s 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8 22.3 22.8 23.3 23.8 24.4 24.9 25.5 26.0 26.6 27.2

浄水場最大運転可能量 通期 23.5
雨期 L/s 18.0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
乾期 L/s 18.0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
雨期 L/s 0 0 0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
乾期 L/s 0 0 0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
雨期 L/s 16.6 17.0 17.4 0 0.2 0.6 1.0 1.4 1.9 2.3 2.8 3.3 3.7 4.2 4.7
乾期 L/s 19.9 20.4 20.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.4 6.9 7.5 8.0 8.6 9.2
雨期 h/日 18.9 21.1 21.6 22.1 0.0 0.3 0.8 1.3 1.8 2.5 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
乾期 h/日 18.9 24.0 24.0 24.0 4.2 4.9 5.5 6.1 6.8 7.4 8.2 8.8 9.5 10.3 11.0 11.7

浄水場-既存取水可能量

給水需要量

給水需要量

給水需要量

既存導水路取水可能量

既存取水可能量

他水源必要量

自然流下系

水源①（既存水源） 浄水場生産量

水源②（追加水源）

他水源必要量

水源①（既存水源）

水源②（追加水源） 　井戸-ｱﾏﾃ運転時間

水源②（追加水源）
ポンプ系旧導水路運転時
間（50HP-60HP）

　井戸-ｶﾁﾙ運転時間

浄水場生産量

他水源必要量

水源①（既存水源） 　浄水場供給量

3
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表 3.5.12　薬品費算出表

硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ
注入量（kg/年）

硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ
購入費（Q/年）

水質分析

（Q/年）

サラマ市
カバーニャ

ス市
サナラテ市 サラマ市

カバーニャ
ス市

サナラテ市 サラマ市
カバーニャ

ス市
サナラテ市 サナラテ市 INFOM サナラテ市 サラマ市

カバーニャ
ス市

雨期 乾期

2005 875,124 1,050,149 1,442,772 575,532 1,925 1,443 576 19,300 14,500 5,800 112,016 291,241 4,900 315,441 19,400 10,700

2006 906,660 1,087,992 1,466,424 589,723 1,995 1,466 590 20,000 14,700 5,900 116,052 301,736 4,900 326,636 19,600 10,800

2007 938,196 1,125,835 1,490,076 602,337 2,064 1,490 602 20,700 15,000 6,100 120,089 312,232 4,900 337,832 19,900 11,000

2008 971,309 1,165,255 1,737,634 616,528 2,137 1,738 617 21,400 17,400 6,200 124,315 323,219 4,900 349,519 22,300 11,100

2009 1,004,422 1,206,252 1,795,975 630,720 2,211 1,796 631 22,200 18,000 6,400 128,604 334,370 4,900 361,470 22,900 11,300

2010 1,039,111 1,247,249 1,855,894 644,911 2,286 1,856 645 22,900 18,600 6,500 133,019 345,849 4,900 373,649 23,500 11,400

2011 1,076,954 1,291,399 1,915,812 659,102 2,368 1,916 659 23,700 19,200 6,600 137,812 358,312 4,900 386,912 24,100 11,500

2012 1,113,221 1,337,126 1,978,884 673,293 2,450 1,979 673 24,600 19,800 6,800 142,543 370,611 4,900 400,111 24,700 11,700

2013 1,152,641 1,382,854 2,043,533 689,061 2,535 2,044 689 25,400 20,500 6,900 147,525 383,566 4,900 413,866 25,400 11,800

2014 1,193,638 1,431,734 2,112,912 704,829 2,625 2,113 705 26,300 21,200 7,100 152,760 397,177 4,900 428,377 26,100 12,000

2015 1,234,634 1,482,192 2,182,291 720,597 2,717 2,182 721 27,200 21,900 7,300 158,058 410,952 4,900 443,052 26,800 12,200

2016 1,278,785 1,534,226 2,254,307 736,811 2,813 2,254 737 28,200 22,600 7,400 163,672 425,547 4,900 458,647 27,500 12,300

2017 1,323,542 1,587,838 2,328,699 753,389 2,911 2,329 753 29,200 23,300 7,600 169,397 440,432 4,900 474,532 28,200 12,500

2018 1,368,662 1,643,026 2,405,546 770,341 3,012 2,406 770 30,200 24,100 7,800 175,214 455,556 4,900 490,656 29,000 12,700

2019 1,401,775 1,701,367 2,483,821 787,673 3,103 2,484 788 31,100 24,900 7,900 180,197 468,511 4,900 504,511 29,800 12,800

条件 塩素：1mg/㍑ 1kｇ=10Q（輸送費込み）
サナラテは雨期80mg/㍑、乾期とも40mg/㍑の硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑを注入する

1kg=2.6Q(輸送費込み）

年度
合計（Q/年）塩素注入量（kg/年） 塩素購入費（Q/年)

サナラテ市

給水量（m3/年）

3
-
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表 3.5.13　浄水場、井戸生産量及び有収水量

ｻﾅﾗﾃ市 ｻﾗﾏ市 ｶﾊﾞｰﾆｬｽ市 ｻﾅﾗﾃ市 ｻﾗﾏ市 ｶﾊﾞｰﾆｬｽ市 ｻﾅﾗﾃ市 ｻﾗﾏ市 ｶﾊﾞｰﾆｬｽ市
雨期 55.5 45.5 16.6 875,124 717,444 261,749 700,000 574,000 209,000
乾期 66.6 46.0 19.9 1,050,149 725,328 313,783 840,000 580,000 251,000
計 － － － 1,925,273 1,442,772 575,532 1,540,000 1,154,000 460,000

雨期 57.5 47.0 17.0 906,660 741,096 268,056 725,000 593,000 214,000
乾期 69.0 46.0 20.4 1,087,992 725,328 321,667 870,000 580,000 257,000
計 － － － 1,994,652 1,466,424 589,723 1,595,000 1,173,000 471,000

雨期 59.5 48.5 17.4 938,196 764,748 274,363 751,000 612,000 219,000
乾期 71.4 46.0 20.8 1,125,835 725,328 327,974 901,000 580,000 262,000
計 － － － 2,064,031 1,490,076 602,337 1,652,000 1,192,000 481,000

雨期 61.6 50.1 17.8 971,309 789,977 280,670 777,000 632,000 225,000
乾期 73.9 60.1 21.3 1,165,255 947,657 335,858 932,000 758,000 269,000
計 － － － 2,136,564 1,737,634 616,528 1,709,000 1,390,000 494,000

雨期 63.7 51.8 18.2 1,004,422 816,782 286,978 804,000 653,000 230,000
乾期 76.5 62.1 21.8 1,206,252 979,193 343,742 965,000 783,000 275,000
計 － － － 2,210,674 1,795,975 630,720 1,769,000 1,436,000 505,000

雨期 65.9 53.5 18.6 1,039,111 843,588 293,285 831,000 675,000 235,000
乾期 79.1 64.2 22.3 1,247,249 1,012,306 351,626 998,000 810,000 281,000
計 － － － 2,286,360 1,855,894 644,911 1,829,000 1,485,000 516,000

雨期 68.3 55.2 19.0 1,076,954 870,394 299,592 862,000 696,000 240,000
乾期 81.9 66.3 22.8 1,291,399 1,045,418 359,510 1,033,000 836,000 288,000
計 － － － 2,368,353 1,915,812 659,102 1,895,000 1,532,000 528,000

雨期 70.6 57.0 19.4 1,113,221 898,776 305,899 891,000 719,000 245,000
乾期 84.8 68.5 23.3 1,337,126 1,080,108 367,394 1,070,000 864,000 294,000
計 2,450,347 1,978,884 673,293 1,961,000 1,583,000 539,000

雨期 73.1 58.9 19.9 1,152,641 928,735 313,783 922,000 743,000 251,000
乾期 87.7 70.7 23.8 1,382,854 1,114,798 375,278 1,106,000 892,000 300,000
計 － － － 2,535,495 2,043,533 689,061 2,028,000 1,635,000 551,000

雨期 75.7 60.9 20.3 1,193,638 960,271 320,090 955,000 768,000 256,000
乾期 90.8 73.1 24.4 1,431,734 1,152,641 384,739 1,145,000 922,000 308,000
計 － － － 2,625,372 2,112,912 704,829 2,100,000 1,690,000 564,000

雨期 78.3 62.9 20.8 1,234,634 991,807 327,974 988,000 793,000 262,000
乾期 94.0 75.5 24.9 1,482,192 1,190,484 392,623 1,186,000 952,000 314,000
計 － － － 2,716,826 2,182,291 720,597 2,174,000 1,745,000 576,000

雨期 81.1 65.0 21.3 1,278,785 1,024,537 335,354 1,023,000 820,000 268,000
乾期 97.3 78.0 25.5 1,534,226 1,229,770 401,457 1,227,000 984,000 321,000
計 － － － 2,813,011 2,254,307 736,811 2,250,000 1,804,000 589,000

雨期 83.9 67.1 21.7 1,323,542 1,058,347 342,899 1,059,000 847,000 274,000
乾期 100.7 80.6 26.0 1,587,838 1,270,352 410,490 1,270,000 1,016,000 328,000
計 － － － 2,911,380 2,328,699 753,389 2,329,000 1,863,000 602,000

雨期 86.8 69.3 22.2 1,368,662 1,093,272 350,615 1,095,000 875,000 280,000
乾期 104.2 83.2 26.6 1,643,026 1,312,274 419,726 1,314,000 1,050,000 336,000
計 － － － 3,011,688 2,405,546 770,341 2,409,000 1,925,000 616,000

雨期 88.9 71.6 22.7 1,401,775 1,129,350 358,503 1,121,000 903,000 287,000
乾期 107.9 85.9 27.2 1,701,367 1,354,471 429,170 1,361,000 1,084,000 343,000
計 － － － 3,103,142 2,483,821 787,673 2,482,000 1,987,000 630,000

条件 5月～10月雨期、11月～4月乾期
有収率80％とする
サナラテ市給水量は浄水場生産量とする
サラマ市、カバーニャス市給水量は浄水場生産量、井戸生産量の合計とする
サラマ市の2005年～2007年は市内井戸の増設が無いものとするため、乾期の給水量は需要量に満たない

2018

2019

年度 期

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2006

2007

2008

2009

給水量（㍑/秒） 年間有収水量（m3)年間平均給水量（m3）

2005
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

（1） カバーニャス市における関連工事の完了 

カバーニャス市においては、現在 FIS 資金により、取水工、導水管、配水池、高架タンク、送水管、配水管の

改修工事及び、市による導水路の取水工直下約 90m の導水管防護工事を進めている。また、グ国の中央政府

より供与を受けた水道メーターの全給水栓への設置作業を行っている。これらの工事は本計画実施の前提条件

となるため、本計画の工事開始までに完了させることが必要である。 

 

（2） 乾期の水源量補填 

サラマ市においては、乾期の水源水量の減少に伴って、計画目標年度である 2009 年の乾期においては、市

内の既存井戸を使用してもさらに約 16 ㍑/秒の給水不足が生じると推定される。市は新規井戸の建設やカチル

川水源利用に関する調査を行い、乾期の水源量補填策を講じ実施することが必要である。 

 

（3） 浄水場施設の運転管理組織体制の整備 

市は、浄水場施設の運転管理組織体制を整備し、サラマ、カバーニャス両市については現在配置されていな

い、オペレーター2 名、ろ過砂清掃作業要員 4 名の専属配置を行うことが必要となる。これらの要員は、日本側

の技術支援による浄水場運転管理技術指導を受けるため、改修施設の供用開始までに配属されることが必要

である。また、浄水場の運転・維持管理を適正に行うため、日本側実施のソフトコンポーネントによる技術支援を

受けた浄水場関連職員についての継続的な専属配置につき最大限の努力を行うことが重要である。 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 



第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

 本プロジェクトの実施により期待される効果は、表 4.1.1 のように整理される。 

表 4.1.1 プロジェクト実施による効果と現状改善の程度 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

 

1. 施設の老朽化による機能低下 

3 市の浄水場供に、施設は 30～40

年前に建設されており老朽化が激し

く、処理能力が低下している。現在各

市とも、処理水の水質状況は悪い。特

に原水の濁度が上がる雨期の給水に

は濁り、沈澱物、異物の混入があり、ア

ンケート調査によれば住民の水質に

対する満足度は 3 市平均で 49％にす

ぎない。 

サナラテ市浄水場 

 導水管の現況通水能力は､設計値

の 88 ㍑/秒に対して 70～80％程度に

低下している。 

 最初沈澱池から処理施設に至る場

内送水管の通水能力が低く、必要な

水源量を処理施設に送水できない。

仮設の場内送水管によって、水量の

補填を行っている。 

 浄水場の処理能力が設計値の 69 ㍑

/秒に対して 60 ㍑/秒まで低下してい

る。処理水の水質が安定せず処理水

濁度が変動する。特に、浄水場の雨

期の水処理機能が低下しているため、

市内では雨期の給水時間が乾期より

も短くなり、また、降雨後に水道水に濁

りが発生する。 

 

サラマ市浄水場 

 雨期の水処理機能が低下しているた

め、雨期の降雨後に市内の水道水に

おいて濁りが発生している。 

 

 

カバーニャス市浄水場 

FIS融資による導水管の改修工事が

ほぼ完了しているが、計画流量である

18 ㍑/秒の通水が実現されていない。 

沈澱池、ろ過池の壁にひび割れに

よる漏水があり、これらの施設は 2 年前

  

 

 下記のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導水施設の附帯施設である、空気弁、

排泥弁、制水弁の更新、追加設置 

 

最初沈澱池の表面取水用トラフの改良

場内送水管の更新、排泥弁の設置 

 

 

 

・両系統フロック形成池迂流板の更新 

・第 1 系統沈澱池の改修（整流壁、トラフ

設置、排泥弁更新） 

・第 2 系統沈澱池傾斜板の更新 

・第 1 系統ろ過池下部集水装置の更新 

・両系統ろ過池ろ過材の更新 

・第１系統処理場建屋内配管の更新 

・バルブ、ゲート類の更新 

 

 

・第 1 系統沈澱池の改修（整流壁、トラフ

設置、排泥弁の更新） 

・第 1 系統緩速ろ過池 2 池の改修（集水

管､ろ過材、流出可働堰の更新） 

・塩素注入器の更新 

 

導水管 866m 区間の更新φ100→φ

150 及び沈砂池、余水吐、減圧水槽の改

修を行う。 

・既存沈澱池撤去、沈澱池の新設 

・緩速ろ過池の改修（躯体の補強、集水

 

 

適切な浄水処理を行うことが出来る

ようになり、処理水の水質はグ国の水

質基準を満足するものとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

導水管の通水能力が向上するとと

もに、維持管理が容易になる。 

 

 送水管の通水能力が向上する。原

水中の泥分の流入が減少するととも

に、送水管中に沈澱した泥分の排出

が可能になる。 

 

 既存浄水場の処理機能が回復す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  

既存浄水場の処理機能が回復す

る。 

 

 

 

 

導水管の通水能力が向上するとと

もに、維持管理が容易になる。 

 

既存浄水場の処理機能が回復す

る。 
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現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

より使用出来ない状況にある。そのた

めに、浄水場での水処理は行えず、

市内への給水は全面的に深井戸に

頼っている。 

  

2．施設の処理容量の不足 

施設建設から現在に至るまでの給

水需要量の増加に対して、施設の処

理容量が対応していない。 

 

サナラテ市 

既存浄水場の設計容量 69 ㍑/秒

は、計画目標年度の計画処理容量 77

㍑/秒まで拡張が必要であるが、第１

系統のフロック形成池の滞留時間、ろ

過池のろ過面積が不足する。 

サラマ市浄水場 

 雨期に設計処理量 24 ㍑/秒の 3 倍

近い流量が浄水場に流入しており、そ

の約 30％がろ過処理なしで配水池に

直接送水されている。ろ過池を通過す

る水も基準ろ過速度を大きく超過して

おり、浄水場を通過する水は無処理の

状態に等しい。既存浄水場の容量は、

計画処理容量 52 ㍑/秒までの拡張が

必要であるが、沈澱池の滞留時間、ろ

過面積、配水池容量が不足する。 

カバーニャス市浄水場 

既存浄水場の設計容量 12 ㍑/秒

は、計画処理容量 18 ㍑/秒まで拡張

が必要であるが、沈澱池の滞留時間、

ろ過面積が不足する。 

3．適切な運転・維持管理を行うため

の施設や設備の不備 

サナラテ市浄水場（急速ろ過システム） 

 凝集剤注入設備が機械化されてお

らず、手作業によっているため安定し

た注入作業ができない。 

原水の量水装置、原水濁度の測定

器がなく、凝集剤の適正量の決定が

出来ない。 

第 1 系統のろ過池逆洗用水の揚水

ポンプ能力が低く､ろ過池の洗浄作業

に支障を来たしている。 

 

管､ろ過材、流出可働堰の更新） 

・塩素注入器の更新 

 

 

 

 

 下記のとおり。 

 

 

 

 

・第 1 系統フロック形成池 1 池の増設 

・第 1 系統急速ろ過池 1 池の増設 

 

 

 

 

処理容量の拡張のために、既存の処

理処理系統(第 1 系統)の他に既存の

EU沈澱池を利用した第2系統の整備を

行う。下記改修を行う。 

・導水着水井・分水槽の新設 

・第 2 系統沈澱池の改修（躯体の補強、

整流壁、トラフ設置、排泥弁更新） 

・第 2 系統緩速ろ過池 2 池の新設 

・配水池の新設 700m3 

・場内の送・配水管の整備 

 

・沈澱池の 2 池化及び容量の拡張 

・ろ過池 1 池の増設 

 

 

 

 

 

 

機械自動注入式の凝集剤注入装置を

導入する。 

 

原水流入管における流量計の設置と

濁度計の調達を行う。 

 

逆洗ポンプ､受配電・操作盤の更新を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄 水 生 産 量 は 計 画 実 施 前 の

8,300m3/日から 12,700m3/日に 53％

増加する。また、現在 100 ㍑/人/日程

度の浄水場浄水量は、本計画実施後

150 ㍑/人/日に増加する。 

 

計画目標年度における計画処理量

の浄水処理を行うことが可能となる。 

 

 

 

 

計画目標年度における計画処理量

の浄水処理を行うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画目標年度における計画処理量

の浄水処理を行うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

安定した凝集剤の注入が確実に行

えるようになる。 

 

 原水の流入量、濁度に応じた凝集

剤の決定が出来るようになる。 

 

一日のうち、適切な時間にろ過池

の逆洗作業が行えるようになる。 
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現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

第 2 系統に塩素注入装置の設置が

ないため、両系統統括した注入管理

が困難である。第1系統の塩素注入装

置は老朽化している。 

 

 ろ過処理後の量水装置がなく、実処

理量に応じた適切な塩素注入量の決

定が出来ない。 

サラマ市、カバーニャス浄水場（緩速

ろ過システム） 

ろ過処理後の量水装置がなく、実

処理量に応じた適切な塩素注入量の

決定が出来ない。 

緩速ろ過池のろ過砂の掻き取り後、

洗砂作業のための砂の池外への搬

出、搬入作業が困難である。また、洗

砂場が整備されていない。 

4．運転・維持管理体制の不備 

サラマ市、カバーニャス市において

は浄水場の専任オペレーター、作業

要員の在籍がなく、日常の運転管理を

行える状況にはない。 

サナラテ市においては運転・維持管

理要員の在籍はあるが、技術レベル

が低い。サラマ市､カバーニャス市で

は、人員体制自体が不十分である。

従って、3 市に対して運転・維持管理

体制の整備後に技術的訓練が必要と

される。 

5．施設運転経費の浪費 

サラマ市、カバーニャス市において

は本計画対象の浄水場と市内の深井

戸によって給水が行われている。井戸

による給水率はサラマ市では雨期に

48％であり、カバーニャス市では市内

への給水の 100％を深井戸に頼って

いる。井戸の運転のための動力費が

嵩んでいる。 

 

6．地域住民の水道水に対する信頼性

の低下 

現在の水道水の用途は、飲料用、

調理用よりも洗濯、水浴用に重きが置

かれており、水道水に対する信頼性が

低い。飲料用としては、市販のミネラル

ウオーターの使用率約 70％と高い。 

 第2系統についても塩素注入装置の新

設を行う。第 1 系統の塩素注入器を更新

する。 

 

 

ろ過池からの場内送水管に流量計を

設置する。 

 

 

 

ろ過池からの場内送水管に流量計を

設置する。 

 

ポータブルベルトコンベアの調達を行

う。また、洗砂場の整備を行う。 

 

 

 

市が運転・維持管理要員の専属配置

を行う。 

 

 

市の浄水場関係者に対して、コンサル

タントのソフトコンポーネントによる浄水場

の運転・維持管理技術の指導を行い、ま

た、施工業者の試運転調整時における

運用指導により施設・設備の初期運転操

作指導を行う。 

 

 

 上述したとおりの浄水場関連施設の改

修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 浄水場の改修を実施しかつ、運転・維

持管理技術の指導を行う。 

 

 

 

系統別に独立した、また処理量に

応じた塩素注入が出来るようになる。 

 

 

 

 実処理量に応じた適切な塩素注入

量の決定が出来るようになる。 

 

 

 

実処理量に応じた適切な塩素注入

量の決定が出来るようになる。 

  

緩速ろ過池のろ過砂の管理が適切

に、効率良く行えるようになる。 

 

 

 

浄水場の運転・維持管理を適正に

行う組織体制が整う。 

 

 

本計画にて整備された施設や設備

を運転・維持管理マニュアルに従っ

て、市の担当者が適切に運転・維持

管理できるようになる。 

 

 

 

 

本計画の実施後は両市ともに、雨

期においては計画給水量の 100％を

対象浄水場のみにより給水することが

可能となる。浄水場による給水率の増

加により、大幅な運転経費の節減が

可能となる。 

 

 

 

 

 

本計画実施による給水量の増加、水

質改善等の水道サービスの向上によ

り、水道水に対する安全性、利便性に

対する市民の信頼回復が期待され、

飲用用途率の増加が期待できる。 
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4-2 課題と提言 

① 市全体の上水道施設の有機的な運用 

本計画により改修される浄水場は、市内の他の上水道施設（取水工、井戸、送・配水施設）との有機的な

運用を図ることが重要である。また、本計画実施に当り、本事業対象施設以外に各市が整備計画を持つ他

の上水道施設や設備が本計画完了前に計画通り整備されていることが必要である。 

② 協力対象浄水場に対応する送・配水施設の整備 

本計画の実施によって浄水場の改修が行われ浄水が質的、量的に確保されても、協力の効果が発現され

るためには、既存の送・配水施設により浄水が有効に配水されることが前提となることから、市は送・配水施

設の整備計画を策定し、実施することが必要である。 

③ INFOM と市間の協定書 

本計画のグ国側の実施機関は INFOM であるが、本計画の対象施設や設備は、計画完了時点で市に対

してその資産の譲渡が行われ、その後は市の管理下に置かれる。従って INFOM は計画実施に先立ち、各

市との間で本計画実施に対する市の負担事項を明記した覚書を取り交わしている。この覚書が確実に履行

されるよう、工事中及び計画完了後の市の責務に関して明確に記載した協力協定書を公文書として取り交

わす必要がある。 

④ INFOM の支援体制の強化 

INFOM は、計画実施中の実施機関としての役割だけでなく、計画完了後においても、本計画による施設

の適切な運転・維持管理のために、技術支援を継続して行うことが求められる。従って、市から浄水場の運

転管理上に問題のある場合の診断、修理につき要請があった場合、それに対して支援することが必要とされ

る。そのために、INFOM は既存の関連部署（浄水場部、技術プロジェクト部、水質試験室）を有機的に運用

し、上記の技術的支援を行える体制強化を行い、また、そのための浄水場管理技術者の人材育成を行うこと

が求められる。 

⑤ 水源流域の保全 

本計画対象浄水場の水源である河川は、市における最大の主要水源であり依存度が高いことから、市は

水質の保全には最大限の注意を払い、生活排水の流出、農地における農薬使用、森林の伐採に対して流

域保全対策を積極的に行うことが必要不可欠である。 

⑥ 水道料金の改定 

水道の運営・維持管理費を賄うために適正な水道料金を設定し、徴収する必要がある。本プロジェクトの

実施によって給水状況が改善されることにより、住民に対する水道水供給の信頼性が向上し、適正な料金徴
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収を行う環境が整う。従って、市は水道料金改定案を策定し、住民に広報等を通じて十分に説明し、料金改

定を実施することが望ましい。住民の経済状況、歴史的背景により急激な値上げが不可能な場合は、

INFOM の指導の下、住民への啓蒙活動を行いつつ段階的に料金改定を実施することが望ましい。また、給

水メーターの整備率の向上、メーター計測、データ-整理、メーターの精度確認、検査及び修理のための人

員体制整備や水道会計処理システムの整備等市組織内部の強化が必要とされる。  

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

① グ国政府は、政策として全国民の永続的人間開発の基盤の構築を目指しており、その中で上下水道及

び衛生関連施設の充実において高い優先度を定めている。中でも良質な飲料水を安定供給することに

より、国民の健康状態の向上、生活環境の改善、水系伝染病の軽減等を実現することを重要課題として

いる。この趣旨に沿って地方都市における 25 箇所の浄水場の改修計画が進められているが、本計画は

この一環事業として進められている。 

② プロジェクトの対象地域は首都圏を除く地方市の県庁所在地及びそれに準ずる地域の中核都市で、地

方経済、産業の中心となっている。直接の裨益人口は 3 都市で 53,200 人と多い。 

③ プロジェクトの目標は、給水量の安定化を図り、かつ、現在水質の悪い給水により下痢や水系伝染病の

危機に晒されている市民に、飲料水としての水質基準を満たす安全な水道水を供給することにより市民

生活の衛生環境を改善することであり、プロジェクトとして緊急性が求められている。 

④ 計画対象の都市は、現在水道事業部門の組織を持ち、既存の浄水施設、送・配水施設の運営・維持管

理を独自の資金、人材、技術で行っている。しかしながら、現行の水道料金システムでは料金が低いた

め単独会計として水道事業経営が行えない。適正な運営・維持管理を行うために、市は運転維持管理組

織の整備と、適正な水道料金収入を得るための水道料金の値上げを実施し、料金徴収の確実な実施を

行うことが必要とされる。必要とされる水道料金の試算を行った結果、この点に関し 3 市とも現実的に実施

可能と判断できる。料金改定については、水道事業部門財政の健全化を図るために行われるものであり、

過度に収益性の高いものとはなり得ない。 

⑤ 浄水場の運転上、環境面に影響するものとしては、急速ろ過池の洗浄、緩速ろ過池の洗砂、沈澱池ス

ラッジの排水がある。排水は小排水路を通じて直接近傍の自然排水路に放流されるが、ろ過池の洗浄

や洗砂の排水は濃度が低いため、また、沈澱池スラッジの排出については特に雨期に月 1 回程度の少

ない頻度で行われるため環境面での負の影響は発生しない。 

⑥ 我が国の無償資金協力の制度により、特に問題なくプロジェクトの実施が可能である。 
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4-6 

4-4 結論 

本計画は、既存浄水場施設の改修とソフトコンポーネントによる浄水場の運転管理技術指導により、前述

のように多くの効果が期待されると同時に、広く住民の BHN の向上並びに浄水場の所有者であり運営主体

である市の技術力向上に寄与するものであることから、本プロジェクトが実施されることの意義は大きいと判断

される。また、本計画の実施により、給水の水質が改善され、給水の安定化が実現されることにより、地域住

民の水道供給に対する信頼性が回復され、これを契機として適正な水道料金の改訂が行われた場合、水道

事業の経営改善にも寄与すると考えられる。以上のことから、本プロジェクトを我が国の無償資金協力として

実施することの妥当性が確認される。 
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